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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第９期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

３ 第８期、第９期中及び第９期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間（当期）純損失であるため記載しておりません。 

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

売上高 (千円) 6,819,804 8,450,215 15,264,049 15,089,011 23,571,145 

経常利益又は経常損失

（△） 
(千円) 64,858 △1,945,195 445,309 35,903 △1,552,333 

中間純利益又は中間（当

期）純損失（△） 
(千円) 97,973 △2,183,680 239,102 △143,607 △7,830,611 

純資産額 (千円) 12,455,957 11,019,793 15,332,073 12,424,378 14,815,773 

総資産額 (千円) 18,755,656 16,570,881 22,555,049 18,957,486 22,578,165 

１株当たり純資産額 (円) 54,048 44,280 49,661.55 53,839 48,099.59 

１株当たり中間純利益金額

又は中間（当期）純損失金

額（△） 

(円) 448 △9,440 825.56 △639 △30,073.51 

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 
(円) 440 － 823.77 － － 

自己資本比率 (％) 66.3 61.8 63.8 65.5 61.7 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) △905,919 274,858 165,520 △1,628,280 1,228,712 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) △3,987,227 △2,589,730 △666,767 △4,919,438 △2,579,347 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) 4,429,324 2,431,765 381,931 5,064,422 2,876,325 

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
(千円) 2,686,477 1,811,752 5,068,652 1,697,936 5,164,251 

従業員数 

（外 平均臨時雇用者数） 

  

(名) 

551 

(27) 

551 

(26) 

801 

(117) 

455 

(29) 

706 

(104) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第９期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

３ 第９期中及び第９期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり中間（当期）純損失であるため記載しておりません。 

２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

売上高 (千円) 6,129,319 6,567,211 1,806,057 12,731,139 7,885,939 

経常利益 (千円) 293,869 202,160 682,851 763,545 271,080 

中間（当期）純利益又は中

間（当期）純損失（△） 
(千円) 238,342 △1,946,960 620,779 379,948 △7,343,476 

資本金 (千円) 5,426,925 5,503,317 5,503,317 5,451,700 5,503,317 

発行済株式総数 (株) 230,461 231,394 289,623 230,767 289,623 

純資産額 (千円) 12,989,997 11,062,304 15,177,541 13,181,152 14,592,841 

総資産額 (千円) 17,143,749 15,273,584 17,662,529 17,636,393 17,522,952 

１株当たり純資産額 (円) 56,365 47,791 52,287.57 57,119 50,311.16 

１株当たり中間（当期）純

利益金額又は中間（当期）

純損失金額（△） 

(円) 1,092 △8,417 2,143.41 1,693 △28,202.67 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 
(円) 1,071 － 2,138.75 1,667 － 

１株当たり配当額 (円) － － － 167 167 

自己資本比率 (％) 75.8 72.4 85.7 74.7 83.2 

従業員数 

（外 平均臨時雇用者数） 

  

(名) 

257 

(26) 

359 

(19) 

66 

(5) 

262 

(24) 

65 

 (－) 



４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。 

  ２ 「全社（共通）」の人員数は、当社グループの管理部門の人員数であります。 

  ３ 従業員数が前期末に比し、95名増加したのは、業容拡大に伴う中途採用及び新卒採用によるものでありま

す。 

(2）提出会社の状況 

 （注）1 従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は（ ）内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。 

(3）労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成19年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

モバイル・コンテンツ事業 131 （20） 

コマース事業 185 （74） 

ソリューション事業 98 （3） 

海外事業 98 （-） 

その他事業 177  （2） 

全社（共通） 112  （18） 

合計 801 （117） 

  平成19年９月30日現在

従業員数（名） 66（5） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

  ①市場環境 

  イ 国内モバイル・インターネットの市場環境 

  日本国内における携帯電話の契約数は平成19年９月末現在で9,933万契約に達し、このうちインターネット接続

可能な携帯電話が占める割合は87.1％となっております。また、平成19年９月末現在の第３世代携帯電話(３Ｇ)

の契約数は7,932万契約と急成長を遂げており、モバイル・インターネット市場の成長を加速させる促進剤と考え

られております。 

 ３Ｇやパケット定額制の普及を背景に、平成18年のモバイル・コンテンツ市場は、対前年比16％増加し、3,661

億円に成長いたしました。また電子マネーやクレジットカード決済機能の搭載により、モバイル・コマース市場

は、平成18年には対前年比38％増の5,624億円となり、うちチケット購入サービスやオークション手数料等の収入

を除いた物販系市場は対前年比68％増の2,583億円へ拡大しております。 

 さらには、モバイル広告市場についても、平成18年の市場規模390億円から、平成23年にはその3.3倍程の1,284

億円迄の成長が予想されています。 

 （出所：社団法人電気通信事業者協会、モバイル・コンテンツ・フォーラム、及び株式会社電通総研の各資料

より当社作成） 

  ロ 国内通信販売の市場環境 

 平成18年度の国内通信販売業界全体の売上高(推計)は、３兆6,800億円と前年度比9.5％増となっております。 

  （出所：社団法人日本通信販売協会資料より当社作成） 

②当社グループの概況  

 当中間連結会計期間における連結売上高は、引続きモバイル・コンテンツ事業での効果的なプロモーション戦

略による主力コンテンツの伸長や、前年下期より連結を開始した株式会社JIMOSの化粧品通販事業を主とするコマ

ース事業の収益貢献に加え、広告事業における収益の立ち上がりも進んだことから、15,264百万円と対前年同期

比6,813百万円増(80.6％増)の大幅な増加となり、中間期ベースで過去最高を更新いたしました。 

 営業利益につきましては、モバイル・コンテンツ事業の売上高増加と売上総利益率の改善、及びコマース事業

を行う株式会社JIMOSの新規連結による売上総利益の増加要因等に加え、広告投資効率の改善や、のれん定額償却

の減少要因等もあり、558百万円と対前年同期比213百万円増(61.8％増)となりました。 

 また、当社の関連会社であった株式会社JIMOSに係る持分法による投資損失の計上により、大幅な経常損失及び

中間純損失を計上した前年同期に比し、当中間連結会計期間につきましては、経常利益は445百万円、中間純利益

は239百万円の計上となりました。  



イ モバイル・コンテンツ事業   

モバイル・コンテンツ事業は、引続き効果的なプロモーション戦略により、『江原啓之スピリチュアルメッセー

ジ』等の主力コンテンツを中心に堅調に推移し、売上高は6,183百万円と対前年同期比444百万円増（7.7％増）とな

り、中間期過去最高を更新いたしました。新規コンテンツの投入に加え、既存コンテンツでは、『鏡リュウジ恋占

術』におけるプレミアム会員コースの提供等、サービスの追加による新たな課金設定を行うことにより、今後のユ

ーザー１人当たり売上高の向上策も実施いたしました。  

ロ コマース事業    

コマース事業は、前年下期より連結を開始した株式会社JIMOSの化粧品通販事業や、同社子会社によるアウトレッ

ト商品販売の収益を主として、売上高は6,044百万円と対前年同期比5,889百万円増となり、大幅に伸長いたしまし

た。特に化粧品通販事業につきましては、株式会社JIMOSのコンタクトセンターが、当中間連結会計期間に社団法人

企業情報化協会主催の平成19年度「優秀カスタマーサポート表彰制度」において、通信販売企業では初めてとなる

“Best Customer Support of The Year ２００７”優秀賞を受賞いたしました。  

 また、モバイルコマースにおいては、当中間連結会計期間にスタイライフ株式会社や連結子会社である株式会社

サイバードの他、ベンチャーキャピタル等からの出資によりファッションコマースの新会社「株式会社ナッティ」

を設立いたしました。当社グループは、今後、同社に対する集客・プロモーション支援の提供により当該事業売上

の一定割合を獲得しつつ、同社顧客を当社グループのモバイルプラットフォームへ誘導し、収益化を図ってまいり

ます。 

ハ ソリューション事業 

ソリューション事業は、モバイルサイトの安定的な開発・運用収益に加え、株式会社JIMOSにおけるクライアント

企業向け通販支援事業や、ＥＣサイト開発を主とする同社子会社である、コマースニジュウイチを新規連結したこ

とにより、売上高は1,415百万円と対前年同期比185百万円増(15.1％増)となりました。 

ニ 広告事業 

広告事業は、ナショナルクライアント等からの出稿によるモバイル広告販売の拡大に加え、クライアント企業向

け通販広告代理業のさらなる寄与もあり、売上高は、615百万円と対前年同期比546百万円増(783.5％増)となりまし

た。今後は、広告事業の推進にあたり、当社グループが各事業を通じて獲得した会員の定着化を図ることで構築し

てきたプラットフォームの強化と、新しく生み出されるメディアにおける各種広告の露出機会を会員に提供するこ

とにより、当該事業を既存事業に続く収益獲得の柱として育成していく予定です。 

ホ 投資事業 

当中間連結会計期間における投資事業の売上高計上はありませんでしたが、連結子会社の株式会社サイバード・

インベストメント・パートナーズの運営・管理による「サイバード・プラスモバイル・ファンド」を通じ、新たに

３社への出資を行った結果、現在、８社に対して投資を行っております。 

へ 海外事業 

北米コンテンツプロバイダーである連結子会社Airborne Entertainment Inc.の収益により、海外事業の売上高

は、1,004百万円となりました。現地における端末の高機能化が進み、３Ｇ系の動画コンテンツやゲームコンテンツ

等の急速な成長を背景に、同子会社も市場ニーズへの対応に向けた３Ｇ系動画コンテンツの開発やモバイルによる

ＢｔｏＢ事業等の高付加価値サービスの提供に注力しております。 



(2）キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は5,068百万円となり、対前年同期末比で3,256百万円増加

（179.8％増）となり、前期末比では、95百万円減少（1.9％減）となりました。当中間連結会計期間における各キャ

ッシュ・フローの状況及び要因は以下のとおりであります。  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）  

当中間連結会計期間は、税金等調整前中間純利益417百万円に加え、減価償却費やのれん償却額、及び各種引当

金増減額の非資金費用490百万円を計上の一方、未払金の減少や法人税の支払い等により、営業活動によるキャッ

シュ・フローは165百万円の増加（前年同期は274百万円の増加）となりました。なお、当第１四半期における営業

キャッシュ・フローは、主に法人税等の支払い344百万円の影響により322百万円の減少となりましたが、当第２四

半期は、487百万円の増加となっております。  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）  

当中間連結会計期間は、グループでのソフトウェア取得による支出、及び海外子会社における余剰資金の短期投

資（現地大手銀行保証付）による有価証券の取得等を主とし、投資活動によるキャッシュ・フローは666百万円の

減少（前年同期は2,589百万円の減少）となりました。   

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）  

当中間連結会計期間は、海外子会社の社債発行による収入を主として、財務活動によるキャッシュ・フローは

381百万円の増加（前年同期は2,431百万円の増加）となりました。  



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 当中間連結会計期間の仕入実績をサービス項目別に示すと次のとおりであります。 

 （注）１ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の仕入実績には、情報等使用料及び商品仕入のみを掲記しております。 

３ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

(2）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績をサービス項目別に示すと次のとおりであります。 

 （注）１ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

３ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

サービス項目 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 前年同期比（％） 

金額（千円） 

モバイル・コンテンツ事業 2,403,909 111.8 

コマース事業 3,741,009 － 

ソリューション事業 220,162 － 

海外事業 295,322 － 

合計 6,660,403 294.4 

サービス項目 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 前年同期比（％） 

金額（千円） 

モバイル・コンテンツ事業 6,183,933 107.7 

コマース事業 6,044,136 － 

ソリューション事業 1,415,341 115.1 

広告事業 615,775 883.5 

投資事業 － － 

海外事業 1,004,861 90.3 

合計 15,264,049 180.6 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

株式会社NTTドコモ 2,255,885 26.7 3,351,292 22.0 



３【対処すべき課題】 

当社グループを取り巻く市場動向、競合状況、顧客ニーズ等の経営環境は、急速なスピードで常に変化を続けてお

ります。このような変化の激しい事業環境下において当社グループでは、更なる成長を実現する鍵として以下の事項

を経営課題として重視しております。 

(1) 収益力の更なる強化 

当社グループは、平成18年10月に当社と株式会社JIMOSとの持株会社体制への移行による経営統合を果たし、両

社それぞれの強みであった「モバイルコミュニケーション」と「ヒューマンコミュニケーション」を融合させる

ことで確立する『one to only one プラットフォームの創造』を中長期ビジョンと定めて事業運営を行っており

ます。 

この中長期ビジョンの実現に向け、モバイル・コンテンツ事業、コマース事業、ソリューション事業、海外事

業におきましては、更なる競争力の向上による収益力の強化を目指してまいります。また広告事業、投資事業等

におきましては、事業基盤の早期確立による収益化を図ってまいります。更にグループ全体として経営統合後の

安定的な事業オペレーションを実現しつつ、効率的なグループ運営を目指してまいります。 

(2) 成長を支える内部管理体制の充実 

当社グループは、従来より内部管理体制の強化を経営の重要課題として位置付けておりましたが、経営統合に

よる事業基盤の大幅な拡大により、内部管理体制の更なる強化を図ってまいります。具体的には、明確な経営指

標に基づく連結経営管理システムの構築、より厳格な投資基準による事業投資に対する意思決定メカニズムの確

立、執行役員制度の強化、各種委員会の設置、人事制度の安定運用、個人情報管理体制の強化、リスク管理及び

コンプライアンス体制の強化等、様々な施策を実施してまいります。 

  (3) 会社の支配に関する基本方針及び当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)  

 ① 当社グループの財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

  当社グループは、企業買収について、たとえ買収対象である企業の取締役会の賛同を得ない買収であっても、

当該企業の資産の効率的な運用につながり、企業価値の向上及び株主の皆様の共同の利益の実現をもたらすもの

であれば、何ら否定されるべきものではないと考えています。また、公開会社である当社の株式は、株主又は投

資家の皆様により自由に取引されるものであり、当社グループに対する買収に応じるか否かは、最終的には株主

の皆様により判断されるべきであると考えております。 

  しかし、買収後に対象企業の資産を切り売りする企業解体的な買収や短期売買利益取得目的の株式買占め等、

企業価値、ひいては株主共同の利益を著しく損なう買収の可能性も否定できません。 

  当社グループの財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社グループの中長期ビジョンや

企業価値の源泉を十分に理解し、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を中長期的に向上させるものでな

ければならないと考えます。したがって、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある

大量買付行為又はこれに類似する行為を行う者は、当社グループの財務及び事業の方針の決定を支配する者とし

て適当ではないと考えます。 

 ② 基本方針に照らして不適切な者によって当社グループの財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取組み 

 イ 本プランの継続の必要性 

  当社グループは、将来を見据えた長期的な視点による経営が当社グループの持続的な成長をもたらし、ひい

てはそれが株主及び投資家の皆様の利益につながるものと考えておりますが、上記①のとおり、企業価値及び

株主共同の利益を著しく損なう買収が現に存在している状況下におきまして、当社グループにおける持株会社

であり、かつ公開会社である当社が、当社取締役会の賛同を得ない買収に対して何らかの対応策も講じない場

合には、実際に当社に対する買収が開始された際に、買収者に対して常に受動的な対応を強いられることとな

り、当該買収が当社グループの企業価値及び株主共同の利益の最大化に資するものであるのか否かの判断を行

う十分な時間が確保できず、また、本来不要であるはずのコストの負担が避けられないといった事態が生じ得

ます。 

  そこで、当社は、かかる持続的な成長という目的を達成し、事業活動を通じた継続的な企業価値の向上を実

現し、これに反する買収から株主の皆様の利益を守るための合理的な手段として、昨年に続いて本プランを継

続するものです。 

 ロ 本プランの概要 

  本プランは、当社株式等の一定数以上の買付けその他有償の譲受け又はその提案（以下、併せて「買付け

等」といいます。）につき所定の手続に従うことを要請するとともに、かかる手続に従わない買付け等がなさ

れる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該買付け等が当社の企業価値及び株主共同の利益に反する

ものであると判断される場合には、かかる買付け等に対する対抗措置として新株予約権を株主の皆様に無償で

割り当てるものです。 



a 本プランの継続手続 

 本プランの継続については、株主の皆様の意思を反映するため、「新株予約権無償割当てに関する事項に

ついては、取締役会の決議によるほか、株主総会の決議又は株主総会の決議による委任に基づく取締役会の

決議により決定する。」と定める当社定款第11条の規定に基づき、平成19年６月28日に開催された当社定時

株主総会における決議により、本プランに記載した条件に従った新株予約権の無償割当てに関する事項を決

定する権限を当社取締役会に委任していただきました。 

b 本新株予約権の無償割当て 

 上記ａについて、買付者又は買付提案者（以下、併せて「買付者等」といいます。）が本プランにおいて

定められた手続に従うことなく当社株式の買付けを行う場合等、買付者等による買付け等が当社の企業価値

及び株主共同の利益を毀損するおそれがあると認められる場合には、当社は、当社取締役会の決議により、

当該買付者等による行使は認められない旨の行使条件が付された新株予約権を、当社取締役会が定める一定

の日におけるすべての株主の皆様に対して、会社法第277条に基づき無償で割り当てます。 

c 独立委員会の設置 

 上記ｂの本新株予約権の無償割当てを実施するか否か等の判断は、最終的には当社取締役会が行います

が、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、独立委員会細則に従い、当社経営陣から独立した者のみか

ら構成される独立委員会による客観的な判断に従うものとします。独立委員会は、かかる判断を行うため

に、買付者等に対し、買付け等に関する情報の提供を事前に求め、当該買付け等についての情報収集及びそ

の検討を行う期間を確保し、必要があれば直接又は間接に買付者等との協議、交渉等を行います。かかる検

討に基づき、独立委員会は、当社取締役会に対して本新株予約権の無償割当てを実施すべきか否かについて

勧告を行います。 

 なお、本プラン継続当初の独立委員会の委員は、以下の通りです。 

＜独立委員会委員＞ 

   社外監査役 澤田 宏之（ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社 代表取締役） 

  公認会計士 竹山 正久（竹山 正久公認会計士・税理士事務所 所長） 

  弁 護 士  斉藤 芳朗（徳永・松﨑・斉藤法律事務所 パートナー） 

d 本新株予約権の行使又は当社による本新株予約権の取得 

 本プランに従って本新株予約権の無償割当てが実施され、買付者等以外の株主の皆様により本新株予約権

が行使された場合又は当社による本新株予約権の取得と引換えに買付者等以外の株主の皆様に当社普通株式

が交付された場合には、当該買付者等の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、最大50％まで希釈

化される可能性があります。 

 ③ 本プランの合理性 

 イ 買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること 

  本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足しており、また、株式会社ジャスダック

証券取引所の買収防衛策の導入に係る上場制度の趣旨に合致しているものと考えております。 

  また、本プランは、平成19年５月28日に開催された当社取締役会において、社外取締役２名を含む取締役６

名全員の決議により決定されたものであり、当該取締役会においては、社外監査役３名を含む当社監査役３名

全員からも、その具体的運用が適正に行われることを条件に賛成する旨の意見表明を得ております。 

  本プランは、平成19年６月28日に開催された当社定時株主総会における決議をもって同株主総会の終結時よ

り発効され、有効期限は、１年間とします。さらに、当社は今後の司法判断の動向及び証券取引所その他の公

的機関の対応等を引き続き注視し、会社法、金融商品取引法又は証券取引所の規則等が改正される等して、株

主共同の利益によりかなうようなプランを考え得る状況に立ち至った場合におきましては、必要に応じて本プ

ランの改廃又は本プランに代わる別種の方針の導入等、適宜かつ適切な措置を講じることといたします。 

 ロ 株主意思を重視するものであること 

  本プランは、平成19年６月28日に開催された当社定時株主総会において株主の皆様の承認をいただいたこと

により、その有効期間は株主総会の承認を得た後１年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時

までとしております。また、当社の取締役の任期は１年であり、毎年の定時株主総会における取締役選任議案

と共に、本プランの存続についても株主の皆様の意思を確認する手続を経ることとしております。さらに、本

プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランにかかる本新株予約権の無償割当てに関す

る事項の決定権限の委任を撤回する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることとな

り、その意味で、本プランの消長には、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。 

 ハ 独立性の高い社外者の判断の重視 

  当社は、本プランの継続にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために本プランの発

動等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置します。 



  独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社と特別な利害関係のない有識者に該当

する委員３名以上により構成されます。実際に当社株式に対して買付け等がなされた場合には、独立委員会

が、独立委員会細則に従い、当該買付け等が当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するか否かを判断した

上、当社取締役会が本新株予約権無償割当てを実施すべきか否かに関する勧告を行い、当社取締役会はかかる

勧告に従って本新株予約権無償割当ての実施又は不実施に関する決定を行うこととしております。 

  このように、当社取締役会が独立委員会の勧告に基づいて決定を行うことにより、当社取締役会が恣意的に

本プランの発動を行うことを防ぐとともに、同委員会の判断の概要については、適宜株主の皆様に情報開示を

行うこととされており、当社の企業価値及び株主共同の利益にかなうように本プランの運営が行われる仕組み

が確保されております。 

 ニ 合理的な客観的要件の設定 

  本プランは、予め定められた合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、

当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。 

 ホ 第三者専門家の意見の取得 

  本プランは、買付者等が出現した場合、独立委員会が、当社の費用で、独立した第三者の助言を得ることが

できることとされています。これにより、独立委員会による判断の公正性及び合理性がより強く担保される仕

組みが確保されています。 

 へ デッドハンド型買収防衛策ではないこと 

  本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会の決議によりいつでも廃止できるこ

ととしており、取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお発動を阻止できない、いわゆるデッドハンド型

買収防衛策ではありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 



５【研究開発活動】 

 当中間連結会計期間の研究開発費の総額は500百万円であります。 

 以下に当社グループの研究開発活動の状況を記載しておりますが、研究開発費について事業の種類別セグメントで

の明確な区分が困難であるため、事業の種類別セグメントの記載を省略しております。 

(1) 応用範囲の広いモジュールの開発 

複数の携帯端末にコンテンツを提供するため、端末固有仕様を記録したデータベース、画像変換モジュールな

ど多頻度で使用する機能のモジュール化を進め、コンテンツ開発期間の短縮や開発工程の削減を実現しておりま

す。 

(2) コンテンツ配信システム構成の研究開発 

モバイル・コンテンツ配信について、ＴＶなどのメディアによる露出により、突発的に大量のサイトアクセス

が発生しても耐えうる負荷分散システムの研究を行い、システムコストパフォーマンス向上を実現しておりま

す。 

 (3) 通信事業者から公式メニューへの配信が承認されるまでの活動 

移動体通信事業者より公式メニューへの掲載が承認されるまでの間に発生したコンテンツの企画等様々な活動

経費を研究開発費として計上しております。 

 (4) 企業向け商品を構想する段階の活動 

企業向け商品の構想を打ち立てるまでの期間にマーケット調査等様々な経費が発生します。このような商品化

コンセプトが出来上がるまでの間に発生した活動経費は研究開発費として計上しております。 

  



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設等 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度からの計画に重要な変更はなく、特記すべき該当事項はありませ

ん。 

(2）重要な設備の除却等 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度からの計画に重要な変更はなく、特記すべき該当事項はありませ

ん。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

（注）1 定款での定めは、次のとおりであります。 

当社の発行する株式総数は、824,988株とし、このうち普通株式は799,988株、優先株式は25,000株とする。ただ

し、優先株式について普通株式への転換があった場合には、これに相当する株式数を減ずる。 

 2 優先株式の内容は、次のとおりであります。 

 (1) 優先配当金 

 ① 優先配当金 

 剰余金の配当を行うときは、優先株式を有する株主（以下「優先株主」という。）又は優先株式の登録株式質

権者（以下「優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（株主には実質株主を含む。以下

「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、優

先株式１株につき5,000円を上限として、当該優先株式の発行に際して取締役会の決議で定める額の剰余金（以下

「優先配当金」という。）を金銭により配当する。ただし、当該配当の基準日と同じ事業年度中に設けられた基

準日において、④に定める優先中間配当金を支払ったときは、その金額を控除した額とする。 

 ② 非累積事項 

 ある事業年度において優先株主又は優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が優先配当金の額に達しな

いときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。 

 ③ 非参加条項 

 優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて配当を行わない。 

 ④ 優先中間配当金 

 当社は、中間配当を行うときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者

に先立ち、優先配当金の２分の１を上限として、当該優先株式の発行に際して取締役会の決議で定める額の金銭

（以下「優先中間配当金」という。）を支払う。 

 (2) 残余財産の分配 

  ① 当社の残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権

者に先立ち、優先株式１株につき1,000,000円を上限として、当該優先株式の発行に際して取締役会の決議で定

める額を支払う。 

 ② 優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、①のほか、普通株主又は普通登録株式質権者に対して分配する

残余財産と同額の残余財産を分配する。 

 (3) 優先株式の取得 

 当社は、発行に際して取締役会の決議で定める一定の事由が生じた日に、優先株式の全部又は一部を当該優先

株式に係る払込金額と同額の金銭と引換えに取得することができる。ただし、残存する優先株式の一部を取得す

るときは、抽選その他の方法に従う。  

 (4) 優先株式の取得請求権 

 ① 優先株主は、当該優先株式の発行に際して取締役会の決議で定める期間中、当社に対し、優先株式に係る払込

金額相当額をその取得の日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社ジャスダック証券取引所における当

社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（以下「請求取得価額」という。）で除して得られる数の普通株

式と引換えに、当該優先株主から優先株式を取得することを請求することができる。ただし、請求取得価額の算

出においては小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げるものとする。この場合、請求取得価額が当該

優先株式の発行に際して取締役会で定める上限取得価額を上回るときには優先株式に係る払込金額相当額を上限

取得価額で、下限取得価額を下回るときには優先株式に係る払込金額相当額を下限取得価額で除して得られる数

の普通株式を交付する。 

 ② ①の普通株式数の算出にあたり、１株に満たない端数が生じた場合の処理は、会社法第234条に従う。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 799,988 

優先株式 25,000 

計 824,988 



 (5) 優先株式の一斉取得 

 ① （4）に定める取得請求権を行使することができる期間中に取得請求権の行使のなかった優先株式は、同期間

の末日の翌日以降の取締役会で定める日（以下「一斉取得日」という。）をもって、当社が優先株式に係る払込

金額相当額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社ジャスダック証券取引所における当会

社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（以下「一斉取得価額」という。）で除して得られる数の普通株

式と引換えに取得する。ただし、一斉取得価額の算出においては小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り

上げるものとする。この場合、一斉取得価額が当該優先株式の発行に際して取締役会で定める上限取得価額を上

回るときには優先株式に係る払込金額相当額を上限取得価額で、下限取得価額を下回るときには優先株式に係る

払込金額相当額を下限取得価額で除して得られる数の普通株式を交付する。 

 ② ①の普通株式数の算出にあたり、１株に満たない端数が生じた場合の処理は、会社法第234条に従う。 

  (6) 議決権 

優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、定時株主総会に優先配当金の支払いを受ける旨の

議案が提出されないときはその総会の時から、かかる議案が当該定時株主総会において否決されたときはその総

会の終結の時から優先配当金の支払いを受ける旨の決議がなされる時まで、議決権を有する。  

②【発行済株式】 

 （注） 提出日現在の発行数には、平成19年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。 

種類 
中間会計期間末現在
発行数（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（注） 

（平成19年12月27日） 

上場金融商品取引所名又は登録
認可金融商品取引業協会名 

内容 

普通株式 289,623 289,728 ジャスダック証券取引所 ― 

計 289,623 289,728 ― ― 



(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストックオプションの内容等は次のとおりであります。 

① 株主総会の特別決議（平成14年６月27日） 

 （注）１ 平成15年12月１日の第三者割当増資に伴い、発行価格、資本組入額等が修正されましたが、上記表の記載内

容は当該修正を反映済みであります。また平成16年11月19日付の株式分割に伴い、当該発行価格、資本組入

額は各々91,572円、45,786円に調整され、また付与株式数も調整されております。 

２ 株式の分割または併合が行われる場合、発行価格は、分割または併合の比率に応じて比例的に調整されるも

のとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げております。 

３ 行使条件は次のとおりであります。 

＜付与対象者が取締役の場合＞ 

（1）対象者は、本件新株予約権の行使時において、取締役であることを要する。 

（2）前項にかかわらず、対象者である取締役が当社定款（取締役の任期）の規定に基づき退任した場合に

は権利を行使できるものとする。 

（3）対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合または新株予約権の付与の目的上対象

者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者に付与された本件

新株予約権は直ちに失効し、その後本件新株予約権を行使することができないものとする。 

＜付与対象者が従業員の場合＞ 

（1）対象者は、本件新株予約権の行使時において、従業員であることを要する。 

（2）前項にかかわらず、対象者である従業員が当社就業規則第15条第１号（定年）ないし第３号（休職）

の規定に基づき退職した場合には権利を行使できるものとする。 

（3）前項にかかわらず、対象者である従業員が会社の要請で転社・転籍を命ぜられた場合には権利を行使

できるものとする。 

（4）対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合または新株予約権の付与の目的上対象

者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者に付与された本件

新株予約権は直ちに失効し、その後本件新株予約権を行使することができないものとする。 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 220 204 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ―  ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 660（注）１ 612（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 91,572（注）１,２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年９月１日～ 

平成20年８月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      91,572 

資本組入額     45,786 

（注）１,２ 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入その

他一切の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項  ―  ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 
 ―  ― 



② 株主総会の特別決議（平成15年６月27日） 

 （注）１ 平成16年11月19日付の株式分割に伴い、当該発行価格、資本組入額は各々183,575円、91,788円に調整さ

れ、また付与株式数も調整されております。 

２ 株式の分割または併合が行われる場合、発行価格は、分割または併合の比率に応じて比例的に調整されるも

のとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げております。 

３ 行使条件は次のとおりであります。 

＜付与対象者が取締役の場合＞ 

（1）対象者は、本件新株予約権の行使時において、取締役であることを要する。 

（2）前項にかかわらず、対象者である取締役が当社定款（取締役の任期）の規定に基づき退任した場合に

は権利を行使できるものとする。 

（3）対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合または新株予約権の付与の目的上対象

者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者に付与された本件

新株予約権は直ちに失効し、その後本件新株予約権を行使することができないものとする。 

＜付与対象者が従業員の場合＞ 

（1）対象者は、本件新株予約権の行使時において、従業員であることを要する。 

（2）前項にかかわらず、対象者である従業員が当社就業規則第15条第１号（定年）ないし第３号（休職）

の規定に基づき退職した場合には権利を行使できるものとする。 

（3）前項にかかわらず、対象者である従業員が会社の要請で転社・転籍を命ぜられた場合には権利を行使

できるものとする。 

（4）対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合または新株予約権の付与の目的上対象

者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者に付与された本件

新株予約権は直ちに失効し、その後本件新株予約権を行使することができないものとする。 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,177 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ―  ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,531（注）１ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 183,575（注）１,２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年９月１日～ 

平成21年８月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      183,575 

資本組入額     91,788 

（注）１,２ 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入その

他一切の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項  ―  ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 
 ―  ― 



③ 株主総会の特別決議（平成16年６月29日） 

 （注）１ 平成16年11月19日付の株式分割に伴い、発行価格、資本組入額等が修正されましたが、上記表の記載内容は

当該修正を反映済みであります。 

２ 株式の分割または併合が行われる場合、発行価格は、分割または併合の比率に応じて比例的に調整されるも

のとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げております。 

３ 行使条件は次のとおりであります。 

＜付与対象者が取締役の場合＞ 

（1）対象者は、本件新株予約権の行使時において、取締役であることを要する。 

（2）前項にかかわらず、対象者である取締役が当社定款（取締役の任期）の規定に基づき退任した場合に

は権利を行使できるものとする。 

（3）対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合または新株予約権の付与の目的上対象

者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者に付与された本件

新株予約権は直ちに失効し、その後本件新株予約権を行使することができないものとする。 

＜付与対象者が従業員の場合＞ 

（1）対象者は、本件新株予約権の行使時において、従業員であることを要する。 

（2）前項にかかわらず、対象者である従業員が当社就業規則第15条第１号（定年）ないし第３号（休職）

の規定に基づき退職した場合には権利を行使できるものとする。 

（3）前項にかかわらず、対象者である従業員が会社の要請で転社・転籍を命ぜられた場合には権利を行使

できるものとする。 

（4）対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合または新株予約権の付与の目的上対象

者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者に付与された本件

新株予約権は直ちに失効し、その後本件新株予約権を行使することができないものとする。 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,168 1,142 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ―  ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,504（注）１ 3,426（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 172,000（注）１,２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年９月１日～ 

平成22年８月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      172,000 

資本組入額     86,000 

（注）１,２ 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入その

他一切の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項  ―  ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 
 ―  ― 



④ 株主総会の特別決議（平成17年６月29日） 

 （注）１ 株式の分割または併合が行われる場合、発行価格は、分割または併合の比率に応じて比例的に調整されるも

のとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げをいたします。 

２ 行使条件は次のとおりであります。 

＜付与対象者が取締役の場合＞ 

（1）対象者は、本件新株予約権の行使時において、取締役であることを要する。 

（2）前項にかかわらず、対象者である取締役が当社定款（取締役の任期）の規定に基づき退任した場合に

は権利を行使できるものとする。 

（3）対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合または新株予約権の付与の目的上対象

者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者に付与された本件

新株予約権は直ちに失効し、その後本件新株予約権を行使することができないものとする。 

＜付与対象者が従業員の場合＞ 

（1）対象者は、本件新株予約権の行使時において、従業員であることを要する。 

（2）前項にかかわらず、対象者である従業員が当社就業規則第15条第１号（定年）ないし第３号（休職）

の規定に基づき退職した場合には権利を行使できるものとする。 

（3）前項にかかわらず、対象者である従業員が会社の要請で転社・転籍を命ぜられた場合には権利を行使

できるものとする。 

（4）対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合または新株予約権の付与の目的上対象

者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者に付与された本件

新株予約権は直ちに失効し、その後本件新株予約権を行使することができないものとする。 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個）        200  同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ―  ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 200（注）1  同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 156,900（注）１ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年９月１日～ 

平成25年８月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     156,900 

資本組入額     78,450  

（注）1,２   

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入その

他一切の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項  ―  ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 
 ―  ― 



株式交換により株式会社JIMOSからその義務を承継した新株予約権 

⑤ 株式会社JIMOSの臨時株主総会の特別決議（平成14年６月11日）  

 （注）１ 平成15年６月25日付で１株を３株に株式分割したため、新株予約権１個につき目的となる株式数は３株であ

ります。 

２ 平成15年６月25日付で１株を３株に株式分割したため、新株予約権の行使時の払込金額は133,334円、新株

予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は133,334円、資本組入額は66,667円となっており

ます。 

３ 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社並び

に当社子会社の取締役、監査役、従業員及び顧問の地位を有しているものとしております。ただし、当該新株

予約権者が権利行使時において、当社並びに当社子会社の取締役、監査役、従業員及び顧問のいずれでもない

場合であっても、権利行使に先立ち、当該行使にかかる新株予約権の数及び行使の時期につき、当該取締役会

の承認を得た場合には、この限りではありません。 

４ その他の条件については、当社並びに当社子会社の取締役、監査役、従業員及び顧問との間で締結いたしま

した「新株予約権交付契約書」に定めるところによるものとしております。 

５ 平成16年８月20日付で１株を３株に株式分割したため、新株予約権１個につき目的となる株式数は９株であ

ります。 

６ 平成16年８月20日付で１株を３株に株式分割したため、新株予約権の行使時の払込金額は44,445円、新株予

約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は44,445円、資本組入額は22,223円となっておりま

す。 

７ 平成18年10月1日付で、JIMOSの普通株式１株に対して、当社の普通株式1.17株の割合にて株式交換したた

め、JIMOSが発行した新株予約権に関するJIMOSの義務は、新株予約権の目的である株式数及び新株予約権行使

時の払込金額につき株式交換比率に応じた調整を行ったうえで、当社が承継いたします。 

８ 平成18年10月1日付で、JIMOSの普通株式１株に対して、当社の普通株式1.17株の割合にて株式交換したた

め、新株予約権１個につき目的となる株式数は10.53株であります。 

９ 平成18年10月1日付で、JIMOSの普通株式１株に対して、当社の普通株式1.17株の割合にて株式交換したた

め、新株予約権の行使時の払込金額は37,988円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価

格は37,988円、資本組入額は18,994円となっております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個）   38（注）１,５,８ 28（注）１,５,８ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ―  ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 400.14（注）１,５,８ 294.84（注）１,５,８ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 37,988（注）２,６,９ 同左 

新株予約権の行使期間 
 平成16年６月12日～ 

平成20年６月11日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      37,988 

資本組入額     18,994  
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３,４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入その

他一切の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項  ―  ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 
 ―  ― 



   株式交換により株式会社JIMOSからその義務を承継した新株予約権 

⑥ 株式会社JIMOSの臨時株主総会の特別決議（平成14年12月27日） 

 （注）１ 平成15年６月25日付で１株を３株に株式分割したため、新株予約権１個につき目的となる株式数は３株であ

ります。 

２ 平成15年６月25日付で１株を３株に株式分割したため、新株予約権の行使時の払込金額は200,000円、新株

予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は200,000円、資本組入額は100,000円となっており

ます。 

３ 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社の取

締役、監査役または使用人の地位を有しているものとしております。ただし、当該新株予約権者が権利行使時

において、当社の取締役、監査役または使用人のいずれでもない場合であっても、権利行使に先立ち、当該行

使にかかる新株予約権の数及び行使の時期につき、当該取締役会の承認を得た場合には、この限りではありま

せん。 

４ その他の条件については、本取締役会決議、株主総会決議並びに株主総会以後に開催される取締役会決議に

基づき、当社取締役、使用人との間で締結いたしました「新株予約権交付契約書」に定めるところによるもの

としております。 

５ 平成16年８月20日付で１株を３株に株式分割したため、新株予約権１個につき目的となる株式数は９株であ

ります。 

６ 平成16年８月20日付で１株を３株に株式分割したため、新株予約権の行使時の払込金額は66,666円、新株予

約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は66,666円、資本組入額は33,333円となっておりま

す。 

７ 平成18年10月1日付で、JIMOSの普通株式１株に対して、当社の普通株式1.17株の割合にて株式交換したた

め、JIMOSが発行した新株予約権に関するJIMOSの義務は、新株予約権の目的である株式数及び新株予約権行使

時の払込金額につき株式交換比率に応じた調整をおこなったうえで、当社が承継いたします。 

８ 平成18年10月1日付で、JIMOSの普通株式１株に対して、当社の普通株式1.17株の割合にて株式交換したた

め、新株予約権１個につき目的となる株式数は10.53株であります。 

９ 平成18年10月1日付で、JIMOSの普通株式１株に対して、当社の普通株式1.17株の割合にて株式交換したた

め、新株予約権の行使時の払込金額は56,980円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価

格は56,980円、資本組入額は28,490円となっております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 211（注）１,５,８ 142（注）１,５,８ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ―  ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,221.83（注）１,５,８ 1,495.26（注）１,５,８ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 56,980（注）２,６,９ 同左 

新株予約権の行使期間 
 平成16年12月28日～ 

平成20年12月27日  
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      56,980 

資本組入額     28,490 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３,４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入その

他一切の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項  ―  ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 
 ―  ― 



   株式交換により株式会社JIMOSからその義務を承継した新株予約権 

⑦ 株式会社JIMOSの定時株主総会の特別決議（平成16年９月29日） 

 （注）１ 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社もし

くは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を有しているものとしております。ただし、当該新

株予約権者が権利行使時において、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれでも

ない場合であっても、権利行使に先立ち、当該行使にかかる新株予約権の数及び行使の時期につき、当該取

締役会の承認を得た場合には、この限りではありません。 

２ その他の条件については、本取締役会決議、株主総会決議並びに株主総会以後に開催される取締役会決議に

基づき、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員との間で締結いたしました「新株予約権交

付契約書」に定めるところによるものとしております。 

３ 平成18年10月1日付で、JIMOSの普通株式１株に対して、当社の普通株式1.17株の割合にて株式交換したた

め、JIMOSが発行した新株予約権に関するJIMOSの義務は、新株予約権の目的である株式数及び新株予約権行使

時の払込金額につき株式交換比率に応じた調整を行ったうえで、当社が承継いたします。 

４ 平成18年10月1日付で、JIMOSの普通株式１株に対して、当社の普通株式1.17株の割合にて株式交換したた

め、新株予約権１個につき目的となる株式数は1.17株であります。 

５ 平成18年10月1日付で、JIMOSの普通株式１株に対して、当社の普通株式1.17株の割合にて株式交換したた

め、新株予約権の行使時の払込金額は238,462円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格は238,462円、資本組入額は119,231円となっております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,590（注）４ 1,550（注）４ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ―  ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,860.3（注）４ 1,813.5（注）４ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 238,462（注）５ 同左 

新株予約権の行使期間 
 平成18年10月１日～ 

平成23年９月30日  
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      238,462 

資本組入額     119,231 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１,２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入その

他一切の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項  ―  ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 
 ―  ― 



   株式交換により株式会社JIMOSからその義務を承継した新株予約権 

⑧ 株式会社JIMOSの定時株主総会の特別決議（平成16年９月29日） 

 （注）１ 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社もし

くは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を有しているものとしております。ただし、当該新

株予約権者が権利行使時において、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれでも

ない場合であっても、権利行使に先立ち、当該行使にかかる新株予約権の数及び行使の時期につき、当該取

締役会の承認を得た場合には、この限りではありません。 

２ その他の条件については、本取締役会決議、株主総会決議並びに株主総会以後に開催される取締役会決議に

基づき、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員との間で締結いたしました「新株予約権交

付契約書」に定めるところによるものとしております。 

３ 平成18年10月1日付で、JIMOSの普通株式１株に対して、当社の普通株式1.17株の割合にて株式交換したた

め、JIMOSが発行した新株予約権に関するJIMOSの義務は、新株予約権の目的である株式数及び新株予約権行使

時の払込金額につき株式交換比率に応じた調整をおこなったうえで、当社が承継いたします。 

４ 平成18年10月1日付で、JIMOSの普通株式１株に対して、当社の普通株式1.17株の割合にて株式交換したた

め、新株予約権１個につき目的となる株式数は1.17株であります。 

５ 平成18年10月1日付で、JIMOSの普通株式１株に対して、当社の普通株式1.17株の割合にて株式交換したた

め、新株予約権の行使時の払込金額は372,124円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格は372,124円、資本組入額は186,062円となっております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 460（注）４ 450（注）４ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ―  ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 538.2（注）４ 526.5（注）４ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 372,124（注）５ 同左 

新株予約権の行使期間 
 平成18年10月１日～ 

平成23年９月30日  
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      372,124 

資本組入額     186,062 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１,２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入その

他一切の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項  ―  ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 
 ―  ― 



   株式交換により株式会社JIMOSからその義務を承継した新株予約権 

⑨ 株式会社JIMOSの定時株主総会の特別決議（平成16年９月29日） 

 （注）１ 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社もし

くは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を有しているものとしております。ただし、当該新

株予約権者が権利行使時において、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれでも

ない場合であっても、権利行使に先立ち、当該行使にかかる新株予約権の数及び行使の時期につき、当該取

締役会の承認を得た場合には、この限りではありません。 

２ その他の条件については、本取締役会決議、株主総会決議並びに株主総会以後に開催される取締役会決議に

基づき、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員との間で締結いたしました「新株予約権交

付契約書」に定めるところによるものとしております。 

３ 平成18年10月1日付で、JIMOSの普通株式１株に対して、当社の普通株式1.17株の割合にて株式交換したた

め、JIMOSが発行した新株予約権に関するJIMOSの義務は、新株予約権の目的である株式数及び新株予約権行使

時の払込金額につき株式交換比率に応じた調整をおこなったうえで、当社が承継いたします。 

４ 平成18年10月1日付で、JIMOSの普通株式１株に対して、当社の普通株式1.17株の割合にて株式交換したた

め、新株予約権１個につき目的となる株式数は1.17株であります。 

５ 平成18年10月1日付で、JIMOSの普通株式１株に対して、当社の普通株式1.17株の割合にて株式交換したた

め、新株予約権の行使時の払込金額は189,853円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格は189,853円、資本組入額は94,927円となっております。 

⑩ 株主総会の特別決議（平成19年６月29日） 

  当社株券等の取得や買収提案等への対応策として、平成19年６月29日開催の当社定時株主総会での決議をへ

て、当該対応策の一環として、新株予約権の無償割当ての決定の取締役会への委任を決議いたしました。 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 159（注）４ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ―  ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 186.03（注）４ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 189,853（注）５ 同左 

新株予約権の行使期間 
 平成19年10月１日～ 

平成27年９月30日  
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      189,853 

資本組入額      94,927 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１,２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入その

他一切の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項  ―  ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 
 ―  ― 



(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 



(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注） 平成19年３月期に生じた欠損の補填と配当原資の確保、及び今後の機動的な資本政策に備えることを目的とし

て、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の減少を行い、その他資本剰余金に振り替えたものであり

ます。 

(5）【大株主の状況】 

年月日 
発行済株式総数 資本金 資本準備金 

摘要 
増減数 残高 増減額 残高 増減額 残高 

平成19年４月１日 

 ～ 

平成19年９月30日 

 （注） 

株 

  

― 

株 

  

289,623 

千円 

  

― 

千円 

  

5,503,317 

千円 

  

△10,669,203 

千円 

  

1,375,829 

 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数 
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合 

    株 ％ 

小村 富士夫 東京都港区 32,303 11.15 

堀 主知ロバート 東京都港区 26,854 9.27 

株式会社リクルート 東京都中央区銀座８－４－17 25,300 8.73 

オムロン株式会社 東京都港区虎ノ門３－４－10 10,800 3.72 

バイエリッシュフェラインスバ

ンクアーゲーカスタマーアカウ

ント（常任代理人 株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行） 

AM SEDERAHAGER 5,MUNICH, F.R.GERMANY

（東京都千代田区丸の内２－７－１） 
10,000 3.45 

岩井 陽介 東京都港区 8,616 2.97 

株式会社らうむず 大阪市中央区高麗橋４－６－14 8,043 2.77 

日本テレビ放送網株式会社 東京都港区東新橋１－６－１ 7,500 2.58 

株式会社イマジカ・ロボットホ

ールディングス 
大阪市北区同心１－８－14 7,050 2.43 

立石 知雄 京都市上京区 3,704 1.27 

計 ― 140,170 48.4 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が45株含まれております。 

ただし、当該株式は議決権の数（個）には含まれておりません。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価はジャスダック証券取引所におけるものであります。 

３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ― 

完全議決権株式（その他）  普通株式 289,623 289,578 ― 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 289,623 ― ― 

総株主の議決権 ― 289,578 ― 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 57,700 58,400 53,700 50,700 46,400 42,200 

低（円） 48,600 43,300 45,000 41,200 38,000 30,200 



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２ 監査証明について 

  当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表につ

いて、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平

成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中

間財務諸表について、新日本監査法人による中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金 ※２   2,060,808 4,199,821   4,614,251

２ 受取手形及び売掛金 ※２   3,949,713 4,652,932   5,141,826

３ 有価証券     － 1,627,279   764,243

４ たな卸資産     11,092 935,683   921,217

５ その他     768,157 741,630   542,866

  貸倒引当金     △25,185 △29,635   △39,343

流動資産合計     6,764,586 40.8 12,127,711 53.8   11,945,062 52.9

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 ※１、２   307,177 1.9 440,847 1.9   470,813 2.1

２ 無形固定資産        

(1）ソフトウェア   599,658 1,026,401 887,282  

(2）のれん   5,917,427 6,199,196 6,144,710  

(3）その他   213,891 6,730,977 40.6 104,072 7,329,670 32.5 120,839 7,152,832 31.7

３ 投資その他の資産        

(1）投資有価証券   1,547,163 1,210,619 1,410,355  

(2）敷金保証金   454,274 679,311 655,112  

(3）その他   766,702 780,947 957,040  

  貸倒引当金   － 2,768,140 16.7 △14,057 2,656,820 11.8 △13,050 3,009,457 13.3

固定資産合計     9,806,295 59.2 10,427,337 46.2   10,633,103 47.1

資産合計     16,570,881 100.0 22,555,049 100.0   22,578,165 100.0

          

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１ 買掛金     1,666,526 1,863,917   2,409,710

２ 短期借入金     2,654,855 2,619,707   2,773,979

３ 一年以内償還予定の社
債 

※２   ― 390,952   ―

４ 未払金     417,792 804,581   1,284,584

５ 未払法人税等     34,404 212,240   129,891

６ 賞与引当金     94,924 207,409   164,278

７ 販売促進引当金     ― 58,865   82,819

８ その他     188,402 441,157   406,856

流動負債合計     5,056,906 30.5 6,598,833 29.2   7,252,121 32.1

Ⅱ 固定負債        

１ 社債 ※２   370,500 550,332   340,456

２ 長期借入金     104,733 54,621   100,093

３ 退職給付引当金     18,948 19,188   17,970

４ その他     ― ―   51,751

固定負債合計     494,182 3.0 624,141 2.8   510,271 2.3

負債合計     5,551,088 33.5 7,222,975 32.0   7,762,392 34.4

  （純資産の部）                     

 Ⅰ 株主資本                     

  １ 資本金     5,503,317 33.2   5,503,317 24.4   5,503,317 24.4 

  ２ 資本剰余金     5,560,012 33.6   9,019,584 40.0   14,469,049 64.0 

  ３ 利益剰余金     △771,358 △4.7   △555,736 △2.5   △6,195,936 △27.4 

   株主資本合計     10,291,971 62.1   13,967,165 61.9   13,776,430 61.0 

 Ⅱ 評価・換算差額等                     

  １ その他有価証券 
評価差額金 

    10,316 0.0   2,411 0.0   15,597 0.1 

  ２ 為替換算調整勘定     △56,132 △0.3   413,550 1.9   138,720 0.6 

評価・換算差額等 
合計      

    △45,816 △0.3   415,962 1.9   154,318 0.7 

 Ⅲ 新株予約権     3,555 0.0   65,894 0.3   15,848 0.1 

 Ⅳ 少数株主持分     770,082 4.7   883,052 3.9   869,175 3.8 

   純資産合計     11,019,793 66.5   15,332,073 68.0   14,815,773 65.6 

   負債純資産合計     16,570,881 100.0   22,555,049 100.0   22,578,165 100.0 

                      



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     8,450,215 100.0 15,264,049 100.0   23,571,145 100.0

Ⅱ 売上原価     4,884,096 57.8 8,598,281 56.3   12,868,382 54.6

売上総利益     3,566,119 42.2 6,665,767 43.7   10,702,763 45.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   3,221,017 38.1 6,107,489 40.0   9,915,951 42.1

営業利益     345,102 4.1 558,277 3.7   786,811 3.3

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息   170 5,928 6,820  

２ 受取助成金   － 23,030 29,840  

３ 持分法による投資利益   － － 11,855  

４ その他   346 516 0.0 21,305 50,264 0.3 13,859 62,374 0.3

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息   63,384 102,596 148,321  

２ 為替差損   326,452 30,008 315,381  

３ 持分法による投資損失   1,900,976 － 1,908,341  

４ その他   － 2,290,813 27.1 30,627 163,232 1.1 29,475 2,401,519 10.2

経常利益又は経常損失
（△） 

    △1,945,195 △23.0 445,309 2.9   △1,552,333 △6.6

Ⅵ 特別利益        

１ 投資有価証券売却益   － 21,734 7,481  

２ 関係会社株式売却益   － 14,296 91,419  

３ 持分変動利益   738 － －  

４ 販売促進引当金戻入益   － 32,300 －  

５ その他   － 738 0.0 45 68,376 0.4 16,823 115,724 0.5

Ⅶ 特別損失        

１ 固定資産除却損 ※２ － 2,168 46,976  

２ 投資有価証券評価損   － 81,886 36,047  

３ ソフトウェア評価損 ※３ 47,864 1,003 190,687  

４ のれん減損額 ※３ － － 5,452,204  

５ その他   11,062 58,927 0.7 10,867 95,925 0.6 203,395 5,929,311 25.1

税金等調整前中間純利益
又は税金等調整前中間
（当期）純損失（△） 

    △2,003,384 △23.7 417,760 2.7   △7,365,920 △31.2

法人税、住民税及び 
事業税 

  17,306 213,636 155,895  

過年度法人税等   40,844 － 40,844  

法人税等調整額   98,650 156,801 1.8 △55,883 157,752 1.0 310,375 507,115 2.2

少数株主利益又は 
少数株主損失（△） 

    23,494 0.3 20,905 0.1   △42,423 △0.2

中間純利益又は 
中間（当期）純損失
（△） 

    △2,183,680 △25.8 239,102 1.6   △7,830,611 △33.2

          



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 5,451,700 5,508,395 1,450,860 12,410,956 

中間連結会計期間中の変動額        

新株の発行 51,616 51,616 － 103,233 

剰余金の配当 （注） － － △38,538 △38,538 

中間純損失（△） － － △2,183,680 △2,183,680 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
        

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
51,616 51,616 △2,222,218 △2,118,985 

平成18年９月30日 残高（千円） 5,503,317 5,560,012 △771,358 10,291,971 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 
その他有価証
券評価差額金 

為替換算調整
勘定 

評価・換算差
額等合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 2,829 10,592 13,422 － 723,331 13,147,710 

中間連結会計期間中の変動額            

新株の発行 － － － － － 103,233 

剰余金の配当 （注） － － － － － △38,538 

中間純損失（△） － － － － － △2,183,680 

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額（純

額） 

7,486 △66,725 △59,238 3,555 46,751 △8,932 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
7,486 △66,725 △59,238 3,555 46,751 △2,127,917 

平成18年９月30日 残高（千円） 10,316 △56,132 △45,816 3,555 770,082 11,019,793 



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成19年３月31日 残高（千円） 5,503,317 14,469,049 △6,195,936 13,776,430 

中間連結会計期間中の変動額        

剰余金の配当 － △48,367 － △48,367 

資本剰余金から利益剰余金へ振替 － △5,401,097 5,401,097 － 

中間純利益 － － 239,102 239,102 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
        

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ △5,449,464 5,640,199 190,735 

平成19年９月30日 残高（千円） 5,503,317 9,019,584 △555,736 13,967,165 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 
その他有価証
券評価差額金 

為替換算調整
勘定 

評価・換算差
額等合計 

平成19年３月31日 残高（千円） 15,597 138,720 154,318 15,848 869,175 14,815,773 

中間連結会計期間中の変動額            

剰余金の配当 － － － － － △48,367 

資本剰余金から利益剰余金へ振

替 
－ － － － － － 

中間純利益 － － － － － 239,102 

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額（純

額） 

△13,185 274,829 261,643 50,045 13,876 325,565 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△13,185 274,829 261,643 50,045 13,876 516,300 

平成19年９月30日 残高（千円） 2,411 413,550 415,962 65,894 883,052 15,332,073 



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 5,451,700 5,508,395 1,450,860 12,410,956 

連結会計年度中の変動額        

株式交換 － 8,909,037 － 8,909,037 

新株の発行 51,616 51,616 － 103,233 

新規連結に伴う増加額 － － 224,330 224,330 

新規連結に伴う減少額 － － △1,977 △1,977 

剰余金の配当 （注） － － △38,538 △38,538 

当期純損失（△） － － △7,830,611 △7,830,611 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
        

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
51,616 8,960,653 △7,646,796 1,365,473 

平成19年３月31日 残高（千円） 5,503,317 14,469,049 △6,195,936 13,776,430 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 
その他有価証
券評価差額金 

為替換算調整
勘定 

評価・換算差
額等合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 2,829 10,592 13,422 － 723,331 13,147,710 

連結会計年度中の変動額            

株式交換 － － － － － 8,909,037 

新株の発行 － － － － － 103,233 

新規連結に伴う増加額 － － － － － 224,330 

新規連結に伴う減少額 － － － － － △1,977 

剰余金の配当 （注） － － － － － △38,538 

当期純損失（△） － － － － － △7,830,611 

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額） 
12,768 128,127 140,895 15,848 145,844 302,589 

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
12,768 128,127 140,895 15,848 145,844 1,668,062 

平成19年３月31日 残高（千円） 15,597 138,720 154,318 15,848 869,175 14,815,773 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

 当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

１ 税金等調整前中間純利
益・中間（当期）純損
失（△） 

△2,003,384 417,760 △7,365,920

２ 減価償却費 253,436 310,411 574,095

３ のれん償却額  188,137 168,779 545,212

４ 補償損失引当金の減少
額 

－ － △17,283

５ 販売促進引当金の増加
額・減少額（△） 

－ △23,954 14,527

６ 貸倒引当金の減少額 △4,720 △8,700 △13,583

７ 賞与引当金の増加額 30,953 43,130 59,672

８ 退職給付引当金の増加
額・減少額（△） 

△3,378 1,217 △4,434

９ 受取利息及び受取配当
金 

△170 △5,928 △7,212

10 支払利息 63,384 102,596 148,321

11 持分法による投資損失 1,900,976 － 1,896,486

12 のれん減損額 － － 5,452,204

13 投資有価証券売却益 － △21,734 △7,481

14 関係会社株式売却益 － △14,296 △91,419

15 投資有価証券評価損 － 81,886 36,047

16 固定資産除却損 － 2,168 46,976

17 ソフトウェア評価損 47,864 1,003 190,687

18 持分変動利益（△） △738 － －

19 売上債権の増加額
（△）・減少額 

88,533 508,928 △331,369

20 たな卸資産の増加額
（△）・減少額 

12,107 △14,465 △93,025

21 仕入債務の増加額・減
少額（△） 

73,744 △555,619 467,659

22 未払金の減少額 △259,898 △487,377 △88,764

23 その他 258,587 △30,077 297,460

小計 645,435 475,728 1,708,856

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

 当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

24 利息及び配当金の受取
額 

170 6,291 8,744

25 持分法適用会社からの
配当金の受取額 

17,333 ― 17,333

26 利息の支払額 △63,881 △104,075 △144,561

27 法人税等の支払額 △324,198 △212,423 △361,660

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

274,858 165,520 1,228,712

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

１ 定期預金の純増減額 △629 ― 270,870

２ 有形固定資産の取得に
よる支出 

△68,546 △33,621 △101,239

３ 無形固定資産の取得に
よる支出 

△208,288 △367,122 △672,267

４ 無形固定資産の売却に
よる収入 

7,000 ― 7,000

５ 有価証券の取得による
支出 

― △327,497 ―

６ 投資有価証券の取得に
よる支出 

― △280,080 ―

７ 投資有価証券の売却に
よる収入 

50,665 372,069 497,196

８ 関係会社株式の売却に
よる収入 

  ― 38,774 ―

９ 連結子会社株式の追加
取得による支出 

  △2,310,438 ― △2,310,438

10 敷金保証金の差入れに
よる支出 

△3,249 △80,981 △18,701

11 敷金保証金回収による
収入 

300 9,562 36,713

12 その他 
※２、
３、４ 

△56,544 2,131 △288,481

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△2,589,730 △666,767 △2,579,347

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

 当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

１ 短期借入れによる収入 2,680,438 225,879 2,980,438

２ 短期借入金の返済によ
る支出 

△290,006 △300,000 △459,290

３ 長期借入れによる収入 30,000 ― 80,000

４ 長期借入金の返済によ
る支出 

△57,137 △69,140 △57,137

５ 社債発行による収入 ― 573,495 ―

６ 社債償還による支出 △25,000 ― △25,000

７ 株式の発行による収入 103,233 ― 103,233

８ 少数株主の株式引受に
よる払込額 

25,000 ― 445,000

９ 配当金の支払額 △34,762 △48,302 △55,350

10 その他 ― ― △135,568

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

2,431,765 381,931 2,876,325

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

△3,077 23,715 △13,268

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額・減少額（△） 

113,816 △95,599 1,512,422

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

1,697,936 5,164,251 1,697,936

Ⅶ 株式交換による現金及び
現金同等物の増加額 

― ― 1,953,893

Ⅷ 現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高 

 ※１  1,811,752 5,068,652 5,164,251



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数  ９社 

連結子会社の名称 

ギガフロップス株式会社 

アクシスソフト株式会社 

CYB INVESTMENT INC. 

Airborne Entertainment  

Inc. 

Cellus U.S.A.,INC.  

株式会社プラスモバイルコ

ミュニケーションズ 

株式会社サイバード・イン

ベストメント・パートナー

ズ 

株式会社サイバードモバイ

ルキャスティング  

サイバード・プラスモバイ

ル・ファンド投資事業有限

責任組合 

(1）連結子会社の数 15社 

連結子会社の名称 

株式会社サイバード 

株式会社JIMOS  

ギガフロップス株式会社  

CYB INVESTMENT INC. 

Airborne Entertainment  

Inc. 

    Cellus U.S.A.,INC.  

株式会社プラスモバイルコ

ミュニケーションズ 

株式会社サイバード・イン

ベストメント・パートナー

ズ 

株式会社サイバードモバイ

ルキャスティング  

サイバード・プラスモバイ

ル・ファンド投資事業有限

責任組合 

株式会社アウトレットプラ

ザ 

株式会社ドクターズバイオ

研究所 

株式会社コマースニジュウ

イチ 

ＪＤＭ投資事業組合 

株式会社エスクルー 

(1）連結子会社の数 15社 

連結子会社の名称 

株式会社サイバード 

株式会社JIMOS  

ギガフロップス株式会社  

CYB INVESTMENT INC. 

Airborne Entertainment  

Inc. 

    Cellus U.S.A.,INC.  

株式会社プラスモバイルコ

ミュニケーションズ 

株式会社サイバード・イン

ベストメント・パートナー

ズ 

株式会社サイバードモバイ

ルキャスティング  

サイバード・プラスモバイ

ル・ファンド投資事業有限

責任組合 

株式会社アウトレットプラ

ザ 

株式会社ドクターズバイオ

研究所 

株式会社コマースニジュウ

イチ 

ＪＤＭ投資事業組合 

株式会社エスクルー 

 連結子会社のうち、株式会社JIM

OSは、持分法適用関連会社であり

ましたが、平成18年10月１日に株

式交換により株式所有割合が100％

となり連結の範囲に含めておりま

す。それにより同社の連結子会社

でありました、株式会社アウトレ

ットプラザ、株式会社ドクターズ

バイオ研究所、株式会社コマース

ニジュウイチ、ＪＤＭ投資事業組

合につきましても連結の範囲に含

めております。株式会社サイバー

ドにつきましては、平成18年10月

２日の当社会社分割に伴い、株式

所有割合が100％となっており連結

の範囲に含めております。株式会

社エスクルーにつきましては、平

成18年11月30日に同社株式の5

3.6％を取得したため、連結の範囲

に含めております。 

 また、前連結会計年度において

連結の範囲に含めておりました、

アクシスソフト株式会社につきま

しては、株式の売却に伴い連結の

範囲より除外しております。ただ

し、平成18年４月１日から平成18

年12月31日（みなし売却日）まで

の同社の損益計算書及びキャッシ

ュ・フロー計算書につきましては

連結しております。 

  (2）主要な非連結子会社の名称等 

 該当事項ありません。 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

 同左 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

 同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

２ 持分法の適用に関する事項 (1）持分法を適用した非連結子会

社はありません。 

(1）      同左 (1）     同左 

  (2）持分法を適用した関連会社の

数 ２社 

(2）持分法を適用した関連会社は

ありません。 

(2）持分法を適用した関連会社の

数 １社 

  持分法を適用した関連会社の

名称 

株式会社ディムーブ 

株式会社JIMOS 

 前連結会計年度において持分法

を適用しておりました株式会社デ

ィムーブにつきましては、株式の

売却に伴い持分法の適用を除外し

ております。 

持分法を適用した関連会社の

名称 

株式会社ディムーブ 

 株式会社JIMOSにつきましては、

平成18年10月１日に株式交換によ

り株式所有割合が100％となってお

ります。 

 なお、平成18年９月30日までは

持分法を適用しております。 

  (3）持分法を適用しない関連会社

及び非連結子会社はありませ

ん。 

(3）     同左 (3）     同左 

  (4）持分法を適用しない理由 

該当事項ありません。 

(4）持分法を適用しない理由 

同左 

(4）持分法を適用しない理由 

同左 

  (5）持分法の適用の手続について

特に記載する必要があると認め

られる事項 

 持分法適用会社のうち、株式

会社JIMOSの中間決算日は12月3

1日であります。中間連結財務

諸表の作成にあたっては、同社

の直近の中間連結会計期間に係

る中間連結財務諸表を使用して

おります。なお、中間連結決算

日との間に生じた重要な取引に

ついては、持分法適用上必要な

調整を行っております。 

(5）持分法の適用の手続について

特に記載する必要があると認め

られる事項 

 該当事項ありません。 

(5）持分法の適用の手続について

特に記載する必要があると認め

られる事項 

 株式会社JIMOSの持分法の適用

にあたって、株式会社JIMOSの決

算日は６月30日でありましたの

で、連結財務諸表作成にあたっ

ては、同社の直近の連結会計年

度に係る連結財務諸表を使用し

ております。 

３ 連結子会社の中間決算日

（事業年度）等に関する事

項 

 連結子会社の内、CYB  

INVESTMENT INC.及び同社の連結

子会社であるAirborne  

Entertainment Inc.、Cellus U.

S.A.,INC. 並びにサイバード・プ

ラスモバイル・ファンド投資事業

有限責任組合の中間決算日は、い

ずれも６月30日であります。中間

連結財務諸表の作成に当たり、CY

B INVESTMENT INC.については同

日現在のCYB INVESTMENT INC.の

中間連結財務諸表を使用しており

ます。なお、当中間連結決算日と

の間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

 また、サイバード・プラスモバ

イル・ファンド投資事業有限責任

組合については、中間連結決算日

において仮決算を行っておりま

す。その他の連結子会社の中間決

算日は、中間連結決算日と一致し

ております。 

 連結子会社の内、CYB INVESTME

NT INC.及び同社の連結子会社で

あるAirborne  

Entertainment Inc.、Cellus  

U.S.A.,INC.、サイバード・プラ

スモバイル・ファンド投資事業有

限責任組合並びに株式会社コマー

スニジュウイチの中間決算日は、

いずれも６月30日であり、ＪＤＭ

投資事業組合の中間決算日は４月

30日、株式会社エスクルーの中間

決算日は２月28日であります。中

間連結財務諸表の作成にあたり、 

CYB INVESTMENT INC.、Airborne  

Entertainment Inc.、Cellus U.

S.A.,INC.については、同日現在

の中間財務諸表を使用しており、

株式会社エスクルーについては、

同社決算日である８月31日現在の

財務諸表を使用しております。な

お、当中間連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。 

 また、サイバード・プラスモバ

イル・ファンド投資事業有限責任

組合、ＪＤＭ投資事業組合並びに

株式会社コマースニジュウイチに

ついては、中間連結決算日におい

て仮決算を行っております。その

他の連結子会社の中間決算日の末

日は、中間連結決算日と一致して

おります。 

 連結子会社の内、CYB INVESTMEN

T INC.及び同社の連結子会社であ

るAirborne  

Entertainment Inc.、Cellus  

U.S.A.,INC.、サイバード・プラス

モバイル・ファンド投資事業有限

責任組合並びに株式会社コマース

ニジュウイチの決算日は、いずれ

も12月31日であり、ＪＤＭ投資事

業組合の決算日は10月31日、株式

会社エスクルーの決算日は８月31

日であります。連結財務諸表の作

成にあたり、 

CYB INVESTMENT INC.、Airborne  

Entertainment Inc.、Cellus U.S.

A.,INC.については、同日現在の財

務諸表を使用しており、株式会社

エスクルーについては、同社中間

決算日である２月28日現在の財務

諸表を使用しております。なお、

当連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な

調整を行っております。 

 また、サイバード・プラスモバ

イル・ファンド投資事業有限責任

組合、ＪＤＭ投資事業組合並びに

株式会社コマースニジュウイチに

ついては、連結決算日において仮

決算を行っております。その他の

連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する事項      

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの： 

中間連結決算日の市場価

格に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定しております。） 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの： 

同左 

  

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの： 

連結決算日の市場価格に

基づく時価法 

（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定しております。） 

  時価のないもの： 

移動平均法による原価法 

時価のないもの： 

同左 

時価のないもの： 

同左 

  投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資

（証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされ

るもの）：  

組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可

能な 近の決算書類を基

礎とし、持分相当額で取

り込む方法によっており

ます。  

投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資

（金融商品取引法第２条第

２項により有価証券とみな

されるもの）：  

同左 

投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資

（証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされ

るもの）： 

同左 

  ② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

 ――――― 

② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

商品： 

移動平均法による原価法 

③ たな卸資産 

商品： 

主として移動平均法によ

る原価法 

③ たな卸資産 

商品： 

同左 

  仕掛品： 

個別法による原価法 

仕掛品： 

同左 

仕掛品： 

同左 

  貯蔵品： 

終仕入原価法 

貯蔵品： 

 同左 

貯蔵品： 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

① 有形固定資産 

 定率法によっております。た

だし、建物（附属設備を除く）

については定額法によっており

ます。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物      ８～50年 

器具及び備品  ５～６年 

① 有形固定資産 

 定率法によっております。た

だし、建物（附属設備を除く）

については定額法によっており

ます。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物      ３～50年 

器具及び備品  ３～15年 

 (会計方針の変更） 

 当中間連結会計期間より、法人

税法の改正に伴い、平成19年４月

１日以降取得の固定資産について

は、改正法人税法に規定する償却

方法によっております。この変更

に伴う営業利益、経常利益、税金

等調整前中間純利益に与える影響

は軽微であります。 

 なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。 

① 有形固定資産 

 定率法によっております。た

だし、建物（附属設備を除く）

については定額法によっており

ます。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物      ３～50年 

器具及び備品  ３～15年 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

     (追加情報） 

 当中間連結会計期間より、法人

税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得の固定資産につい

ては、改正前の法人税法に規定す

る償却方法の適用により取得価額

の５％に到達した連結会計年度の

翌連結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しておりま

す。この変更に伴う営業利益、経

常利益、税金等調整前中間純利益

に与える影響は軽微であります。 

 なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。 

 

  ② 無形固定資産 

ソフトウェア（自社利用） 

 定額法によっており、利用

可能期間は３～５年でありま

す。 

② 無形固定資産 

定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（３～５年）に基づ

く定額法を採用しております。

また、販売目的のソフトウェア

については、見積売上高に対す

る当期売上高の割合を乗じた額

と、見積有効年数（３年以内）

による定額法によって計算した

額のいずれか多い金額をもって

償却しております。 

② 無形固定資産 

同左  

  のれん 

 所在地国の会計基準に基づ

く定額法（２～12年）によっ

ております。ただし、米国連

結子会社ののれんの内、識別

可能な無形固定資産以外の部

分については、米国財務会計

基準審議会基準書第142号の

適用により償却を行っており

ません。 

のれん 

同左  

のれん 

同左  

(3）重要な繰延資産の処理方

法 

① 新株発行費 

支出時に全額費用として計上

しております。 

② 株式交付費 

支出時に全額費用として計上

しております。 

 ――――― 

② 株式交付費 

同左 

 ――――― 

 ② 株式交付費 

同左 

(4）重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、賞与支給

見込額に基づき計上しておりま

す。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、翌連結会

計年度の賞与支給見込額のう

ち、当連結会計年度に帰属する

部分の金額を計上しておりま

す。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  ③ 退職給付引当金 

 一部の国内連結子会社につい

て、従業員に対する退職金の支

給に備えるため、当中間連結会

計期間末における退職給付債務

の見込額に基づき、当中間連結

会計期間末日現在において発生

していると認められる額を計上

しております。 

③ 退職給付引当金 

同左 

③ 退職給付引当金 

 一部の国内連結子会社につい

て、従業員に対する退職金の支

給に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務の見

込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認め

られる額を計上しております。 

   ――――― ④ 販売促進引当金 

 一部の国内連結子会社につい

て、販売促進を目的とするポイ

ント制度に基づき、顧客に付与

したポイントの利用に備えるた

め、過去の利用実績率に基づき

将来利用されると見込まれる額

を計上しております。 

④ 販売促進引当金 

同左 

(5）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準 

 外貨建金銭債権債務は中間連結

決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

 なお、在外子会社の資産及び負

債は、当該会社の中間決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場より

円貨に換算し、換算差額は純資産

の部における為替換算調整勘定及

び少数株主持分に含めて計上して

おります。 

同左  外貨建金銭債権債務は当連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

 なお、在外子会社の資産及び負

債は、当該会社の期末決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純資

産の部における為替換算調整勘定

及び少数株主持分に含めて計上し

ております。 

(6）重要なリース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

(7）その他中間連結（連結）

財務諸表作成のための重

要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

(8）親会社と連結子会社の会

計処理基準の主要な差異

の概要 

 連結子会社CYB INVESTMENT IN

C.は米国法人であり、その中間連

結財務諸表は、米国会計基準に準

拠しております。なお、同社にお

ける連結子会社の資産及び負債の

評価は、部分時価評価法によって

おり、投資差額（のれん）につき

ましても、識別可能な無形固定資

産以外の部分については、米国財

務会計基準審議会基準書第142号

の適用により償却を行っておりま

せん。 

同左  連結子会社CYB INVESTMENT INC.

は米国法人であり、その連結財務

諸表は、米国会計基準に準拠して

おります。なお、同社における連

結子会社の資産及び負債の評価

は、部分時価評価法によってお

り、投資差額（のれん）につきま

しても、識別可能な無形固定資産

以外の部分については、米国財務

会計基準審議会基準書第142号の適

用により償却を行っておりませ

ん。 

５ 中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書（連結キャッシ

ュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金及び随時引

き出し可能な預金、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっており

ます。 

同左  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金及び随時引き出

し可能な預金及び当連結会計年度

に新たに取得した容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっておりま

す。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等 

 当中間連結会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」(企業会計基準第5

号 平成17年12月9日)及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」(企業

会計基準適用指針第8号 平成17

年12月9日)を適用しております。

従来の方法によった場合の資本の

部の合計に相当する金額は

10,246,154千円であります。な

お、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産

の部については、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成してお

ります。 

 ―――――  当連結会計年度より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号 平成17年

12月９日）を適用しております。

従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は13,930,748千円であり

ます。なお、当連結会計年度にお

ける連結貸借対照表の「純資産の

部」については、連結財務諸表規

則の改正に伴い、改正後の連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。 

 ストック・オプション等に

関する会計基準等 

 当中間連結会計期間より、「ス

トック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準第８号 

平成17年12月27日）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第11号 平成18年５月31

日）を適用しております。これに

より、営業利益が、3,555千円減

少し経常損失及び税金等調整前中

間純損失が同額増加しておりま

す。 

 ―――――  当連結会計年度より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準第８号 平成

17年12月27日）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指

針第11号 平成18年５月31日）を

適用しております。これにより、

営業利益は15,848千円減少し、経

常損失及び税金等調整前当期純損

失は同額増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。 

 企業結合に係る会計基準  ―――――  ―――――   当連結会計年度より、「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審

議会 平成15年10月31日）及び

「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準第７号）

並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準委員会 終

改正平成18年12月22日 企業会計

基準適用指針第10号）を適用して

おります。これに伴い、前連結会

計年度における連結貸借対照表上

無形固定資産に掲記していた「連

結調整勘定」は、当連結会計年度

より「のれん」として表示してお

ります。 



表示方法の変更 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） 

 当中間連結会計期間より、改正後の中間連結財務諸表

規則に基づき、営業権を「のれん」として表示しており

ます。 

  ――――― 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

290,669千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

       232,771千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

       237,123千円 

※２ 担保提供資産及び対応債務 

 Airborne Entertainment Inc.において

社債284,181千円（2,466千USD）の担保と

して抵当に供しているものは、換金可能

な資産355,815千円（3,087千USD）であり

ます。 

※２ 担保提供資産及び対応債務 

 Airborne Entertainment Inc.において

社債918,304千円（7,447千USD）の担保と

して抵当に供しているものは、換金可能

な資産1,419,298千円（11,510千USD）で

あります。 

 株式会社JIMOSにおいて、営業保証金の

代用等として質権の設定をしているもの

は、現金及び預金（定期預金）400千円で

あります。 

※２ 担保提供資産及び対応債務 

 Airborne Entertainment Inc.において

社債320,461千円（2,690千USD）の担保と

して抵当に供しているものは、換金可能

な資産392,300千円（3,293千USD）であり

ます。 

 株式会社JIMOSにおいて、営業保証金の

代用等として質権の設定をしているもの

は、現金及び預金（定期預金）400千円で

あります。 

  ３ 当座借越契約 

 当社においては、運転資金の効率的な

調達のため、取引銀行４行と当座借越契

約を締結しております。 

 当中間連結会計期間末における当座借

越契約に係る借入金実行残高等は次のと

おりであります。 

  ３ 当座借越契約 

 当社においては、運転資金の効率的な

調達に備えるため、取引銀行２行と当座

借越契約を締結しております。 

 当中間連結会計期間末における当座借

越契約に係る借入金実行残高等は次のと

おりであります。 

 ３ 当座借越契約 

 当社においては、運転資金の効率的な

調達に備えるため、取引銀行２行と当座

借越契約を締結しております。 

 当連結会計年度末における当座借越契

約に係る借入金実行残高等は次のとおり

であります。 

当座借越極度額 4,500,000千円

借入実行残高 100,000千円

当座借越極度額    2,500,000千円

借入実行残高   －千円

差引額 2,500,000千円

当座借越極度額    2,500,000千円

借入実行残高 300,000千円

差引額 2,200,000千円

  ―――――  ４ コミットメントライン契約 

 当社においては、運転資金の効率的な

調達に備えるため、取引銀行２行と貸出

コミットメントライン契約を締結してお

ります。 

 これら契約に基づく当中間連結会計期

間末における借入金実行残高等は次のと

おりであります。 

 ４ コミットメントライン契約 

 当社においては、運転資金の効率的な

調達に備えるため、取引銀行２行と貸出

コミットメントライン契約を締結してお

ります。 

 これら契約に基づく当連結会計年度末

における借入金実行残高等は次のとおり

であります。 

  コミットメントライ

ン契約の総額 

   3,000,000千円

借入実行残高    1,715,651千円

差引額 1,284,348千円

コミットメントライ

ン契約の総額 

3,000,000千円

借入実行残高 1,762,486千円

差引額 1,237,513千円

 ５ 偶発債務 

 Airborne Entertainment Inc.の株式

の取得に際し、旧株主に対して剰余収益

受領権を付与しており、同社の2006年度

業績計画の達成状況に応じ、17百万USD

を上限として、その0％～100％分につ

き、付加的な支払いを実施する予定で

す。 

  ―――――   ――――― 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

広告宣伝費 104,784千円

貸倒引当金繰入額 26,931千円

給与手当 725,470千円

賞与引当金繰入額 42,018千円

研究開発費 465,673千円

支払手数料 859,026千円

広告宣伝費 1,368,419千円

給与手当 1,263,609千円

賞与引当金繰入額 117,536千円

研究開発費 500,450千円

支払手数料 1,136,465千円

広告宣伝費  1,767,014千円

貸倒引当金繰入額       5,165千円

役員報酬 358,493千円

給与手当   2,089,981千円

福利厚生費      263,569千円

賞与引当金繰入額     167,950千円

旅費交通費      167,648千円

研究開発費      943,430千円

支払手数料   1,999,228千円

――――― ※２ 固定資産除却損 ※２ 固定資産除却損 

  建物 2,151千円

器具備品 16千円

ソフトウェア      889千円

建物      31,881千円

器具備品 14,205千円

――――― ※３ 減損損失について ※３ 減損損失について 

   (1) 減損損失を認識した資産 

 用途  種類 場所  

モバイルコン

テンツ事業関

連資産 

ソフトウェア 東京都港区  

ソリューショ

ン事業関連資

産 

ソフトウェア 東京都港区  

 (1) 減損損失を認識した資産 

 用途  種類 場所  

モバイルコン

テンツ事業関

連資産 

ソフトウェア 東京都港区  

ソリューショ

ン事業関連資

産 

ソフトウェア 東京都港区  

その他 のれん   ―  

   (2) 減損損失の認識に至った経緯 

ソフトウェアについては、取得時に検

討した事業計画において、当初想定し

ていた収益が見込めなくなったことか

ら減損損失を認識しております。 

 (3) 減損損失の金額 

ソフトウェア 1,003千円 

 (2) 減損損失の認識に至った経緯 

ソフトウェアについては、取得時に検討

した事業計画において、当初想定してい

た収益が見込めなくなったことから減損

損失を認識しております。また、のれん

については、収益性は堅調に推移してお

りますが、今後の市場環境等を鑑み、保

守的見地から減損損失を認識しておりま

す。 

 (3) 減損損失の金額 

ソフトウェア 190,687千円 

 のれん 5,452,204千円 

 合計 5,642,892千円 

   (4) 資産のグルーピングの方法 

減損会計の適用にあたって事業の種類別

セグメントを基準に概ね独立したキャッ

シュ・フローを生み出す 小単位によっ

て資産のグルーピングを行っておりま

す。 

なお、自社利用のソフトウェア（コン

テンツ）については、コンテンツごと

にグルーピングを行っております。 

 (4) 資産のグルーピングの方法 

同左 

   (5) 回収可能額の算定方法 

事業用資産については、主として使用

価値に基づき算定しております。 

 (5) 回収可能額の算定方法 

事業用資産については、主として使用

価値、のれんについては、第三者機関

により算定された株式価値を鑑み、算

定しております。 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加627株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加627株であります。

新株予約権に関する事項 

（注）１ 平成14年新株予約権及び平成15年新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

２ 平成16年新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

配当に関する事項 

配当金支払額 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式        

普通株式（注） 230,767 627 － 231,394 

合計 230,767 627 － 231,394 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  当中間連結
会計期間末
残高 
（千円） 

前連結会計年
度末 

当中間連結会
計期間増加 

当中間連結会
計期間減少 

当中間連結会
計期間末 

提出会社 

（親会社） 

平成14年新株予約権

(注)１ 
普通株式 900 － 129 771 － 

平成15年新株予約権

(注)１ 
普通株式 4,446 － 498 3,948 － 

平成16年新株予約権

(注)２ 
普通株式 4,503 － 18 4,485 － 

ストック・オプショ

ンとしての新株予約

権 

－ － － － － 3,555 

連結子会社 － － － － － － － 

合計 － － － － － 3,555 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 38,538 167 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 289,623 － － 289,623 

合計 289,623 － － 289,623 



新株予約権に関する事項 

（注）１ 平成14年の新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

２ 平成15年の新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

３ 平成16年の新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

４ 平成17年の新株予約権の減少は、株式交換により株式会社JIMOSからその義務を承継したものであり、平成17

年の新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。なお、平成17年の新株予約権の数は、株

式会社JIMOSの普通株式１株に対して、当社の普通株式1.17株の割合にて株式交換したため、新株予約権１個

につき目的となる株式数は10.53株であります。 

５ 平成17年の新株予約権の減少は、株式交換により株式会社JIMOSからその義務を承継したものであり、平成17

年の新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。なお平成17年の新株予約権の数は、株式

会社JIMOSの普通株式１株に対して、当社の普通株式1.17株の割合にて株式交換したため、新株予約権１個に

つき目的となる株式数は1.17株であります。 

６ 平成17年の新株予約権は、株式交換により株式会社JIMOSからその義務を承継したものであり、平成17年の新

株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。なお、平成17年の新株予約権の数は、株式会社

JIMOSの普通株式１株に対して、当社の普通株式1.17株の割合にて株式交換したため、新株予約権１個につき

目的となる株式数は1.17株であります。また、平成17年の新株予約権は権利行使期間の初日が到来しておりま

せん。 

配当に関する事項 

配当金支払額 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当中間連結
会計期間末
残高 
（千円） 

前連結会計年
度末 

当中間連結
会計期間増
加 

当中間連結会
計期間減少 

当中間連結会
計期間末 

提出会社 

（親会社） 

  

  

  

  

  

  

  

平成14年新株予約権

(注)１ 
普通株式 771 － 111 660 － 

平成15年新株予約権

(注)２ 
普通株式 3,888 － 357 3,531 － 

平成16年新株予約権

(注)３ 
普通株式 4,335 － 831 3,504 － 

平成17年新株予約権 普通株式 200 － － 200 － 

平成14年新株予約権

(注)４ 
普通株式 400.14 － － 400.14 － 

平成15年新株予約権

(注)４ 
普通株式 2,221.83 － － 2,221.83 － 

平成17年新株予約権

(注)４、５ 
普通株式 1,872 － 11.7 1,860.3 － 

平成17年新株予約権

(注)４、５ 
普通株式 1,368.9 － 830.7 538.2 － 

平成17年新株予約権

(注)６ 
普通株式 244.53 － 58.5 186.03 － 

ストック・オプショ

ンとしての新株予約

権 

－ － － － － 65,894 

連結子会社 － － － － － － － 

合計 － 15,301.4 － 2,199.9 13,101.5 65,894 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 48,367 167 平成19年３月31日 平成19年６月29日 



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１ 発行済株式の増加のうち、627株はストック・オプションの行使によるものであり、58,229株は株式交換によ

るものであります。 

２ 自己株式の増加26株は、株式交換に伴う株式買取請求によるものであります。 

３ 自己株式の減少26株は、株式買取請求に応じた株式を市場にて売却したことによるものであります。 

新株予約権に関する事項 

（注）１ 平成14年新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

２ 平成15年新株予約権の減少のうち498株は、新株予約権の行使によるもの、60株は新株予約権の消却によるも

のであります。 

３ 平成16年新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

４ 平成14年新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

５ 平成15年新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

６ 平成17年新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

７ 株式交換により株式会社JIMOSからその義務を承継した新株予約権であります。 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末株
式数（株） 

発行済株式        

普通株式（注）１ 230,767 58,856 － 289,623 

合計 230,767 58,856 － 289,623 

自己株式        

普通株式（注）２、３ － 26 26 － 

合計 － 26 26 － 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類  

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計 

年度末残高 

（千円） 

前連結会計 

年度末 

当連結会計 

年度増加 

当連結会計 

年度減少 

当連結会計 

年度末 

提出会社 

（親会社） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

平成14年新株予約権

（注）１ 
普通株式 900 － 129 771 － 

平成15年新株予約権

（注）２ 
普通株式 4,446 － 558 3,888 － 

平成16年新株予約権

（注）３ 
普通株式 4,503 － 168 4,335 － 

平成17年新株予約権 普通株式 － 200 － 200 － 

平成14年新株予約権

（注）４、７ 
普通株式 － 663.39 263.25 400.14 － 

平成15年新株予約権

（注）５、７ 
普通株式 － 2,485.08 263.25 2,221.83 － 

平成17年新株予約権

（注）６、７ 
普通株式 － 2,047.5 175.5 1,872 － 

平成17年新株予約権

（注）６、７ 
普通株式 － 1,462.5 93.6 1,368.9 － 

平成17年新株予約権

（注）７ 
普通株式 － 244.53 － 244.53 － 

ストック・オプショ

ンとしての新株予約

権 

－ － － － － 15,848 

連結子会社 － － － － － － － 

 合計 － 9,849 7,103 1,650.6 15,301.4 15,848 



配当に関する事項 

配当金支払額 

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 38,538 167 平成18年３月31日 平成18年６月29日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 48,367 資本剰余金 167 平成19年３月31日 平成19年６月29日



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び預金勘定 2,060,808千円

預金期間が３ヶ月超の定

期預金 
△249,056千円

現金及び現金同等物 1,811,752千円

現金及び預金勘定 4,199,821千円

預金期間が３ヶ月超の定

期預金 
   △200,400千円

有価証券に含まれる現金

同等物 
  1,069,230千円

現金及び現金同等物   5,068,652千円

現金及び預金勘定    4,614,251千円

有価証券 550,000千円

現金及び現金同等物   5,164,251千円

―――――  ――――― ※２ 株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳 

    （1）株式交換により新たに株式会社JIMOS

及び同社の連結子会社４社を連結した

ことに伴う、連結開始時の資産及び負

債の内訳は次のとおりであります。な

お、当該株式交換により増加した資本

剰余金は、8,909,037千円であります。 

  株式会社JIMOS及び同社の連結子会社４社 

    流動資産  4,116,415千円

固定資産    2,211,895千円

資産合計 6,328,310千円

流動負債 1,334,686千円

固定負債 19,724千円

負債合計 1,354,411千円

――――― ――――― ※３ 株式の取得により新たに株式会社エス

クルーを連結したことに伴う、連結開始

時の資産及び負債の内訳並びに株式会社

エスクルーの取得価額と株式会社エスク

ルーの株式取得のための支出（純額）と

の関係は次のとおりであります。 

  株式会社エスクルー 

※４ 株式の売却により連結子会社でなくな

った会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の売却により連結子会社でなくなっ

たアクシスソフト株式会社の売却時の資

産及び負債並びに売却価額と売却による

支出は次のとおりであります。 

流動資産 355,062千円

固定資産 70,721千円

投資差額（のれん） 136,528千円

流動負債 △252,517千円

固定負債 △148,132千円

少数株主持分 △11,662千円

株式会社エスクルーの取

得価額 

150,000千円

株式会社エスクルーの現

金及び現金同等物 

△38,891千円

差引：株式会社エスクル

ーの株式取得のための支

出 

111,108千円

アクシスソフト株式会社  

流動資産 754,159千円

固定資産 253,076千円

流動負債 △456,410千円

固定負債 △170,476千円

少数株主持分 △225,113千円

株式売却益 91,363千円

アクシスソフト株式の売

却価額 

246,600千円

現金及び現金同等物 △495,279千円

差引：売却による支出 △248,679千円



（リース取引関係） 

次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引に係る注記 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引に係る注記 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引に係る注記 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

有形固定資産 574,593 261,373 313,219 

ソフトウェア 33,604 13,643 19,961 

合計 608,197 275,016 333,180 

  

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

有形固定資産 264,131 116,872 147,259

ソフトウェア 16,820 5,120 11,699

合計 280,952 121,993 158,959

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

有形固定資産 286,295 104,288 182,006

ソフトウェア 16,950 3,244 13,705

合計 303,245 107,533 195,712

② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 155,156千円

１年超 203,434千円

合計 358,590千円

１年内 72,109千円

１年超  94,631千円

合計        166,740千円

１年内        79,666千円

１年超        123,679千円

合計        203,345千円

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料 105,851千円

減価償却費相当額 89,453千円

支払利息相当額 9,742千円

支払リース料       48,788千円

減価償却費相当額       43,936千円

支払利息相当額      4,999千円

支払リース料     100,178千円

減価償却費相当額       91,045千円

支払利息相当額       12,177千円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

 （借主側） 

 未経過リース料 

 （借主側） 

 未経過リース料 

 （借主側） 

１年内 193,397千円

１年超 153,528千円

合計 346,926千円

１年内        369,004千円

１年超        184,391千円

合計        553,396千円

１年内        425,584千円

１年超        514,048千円

合計        939,633千円



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

なお、株式の減損にあたっては、時価が取得価額に比し50％以上下落した場合は、時価の回復可能性がないものとして一

律減損処理を実施し、下落率が30％以上50％未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い減損処理の要否を決定する

こととしております。 

２ 時価評価されていない有価証券 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

当中間連結連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について29,800千円減損処理を行っております。 

なお、株式の減損にあたっては、時価が取得価額に比し50％以上下落した場合は、時価の回復可能性がないものとして一

律減損処理を実施し、下落率が30％以上50％未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い減損処理の要否を決定する

こととしております。 

２ 時価評価されていない有価証券 

  取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表
計上額（千円） 

差額 

株式 2,250 2,250 － 

合計 2,250 2,250 － 

区分 
中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

US Treasury bill 273,262 

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 19,598 

非上場株式 208,641 

非上場社債 114,308 

  取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表
計上額（千円） 

差額（千円） 

(1) 株式 69,500 35,940 △33,560 

(2) 債券       

 ① 国債・地方債等   － － － 

 ② 社債 － － － 

 ③ その他 350,221 415,688 65,466 

合計 419,721 451,628 31,906 

区分 
中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 731,605 

マネー・マネジメント・ファンド 401,119 

US Treasury bill 1,226,159 

その他 27,386 



前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

なお、株式の減損にあたっては、時価が取得価額に比し50％以上下落した場合は、時価の回復可能性がないものとして一

律減損処理を実施し、下落率が30％以上50％未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い減損処理の要否を決定する

こととしております。 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

３ 時価評価されていない有価証券（平成19年３月31日） 

 その他有価証券 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

     デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

     デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

     デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額
（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 69,500 59,526 △9,974 

(2）債券       

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 599,859 732,013 132,154 

 合計 669,359 791,539 122,180 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

497,196 7,481 － 

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 451,524 

マネー・マネジメント・ファンド 550,000 

US Treasury bill 214,243 

その他 142,813 



（ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

１ 当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費  3,555千円 

２ ストック・オプションの内容 

当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。 

  

（注）１ 株式数に換算して記載しております。 

２ 権利確定条件は付されておりません。 

  平成18年ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数 当社の取締役 1名 

 株式の種類別のストック・オプションの付与数（注） 普通株式 200株 

 付与日 平成18年６月１日 

 権利確定条件 ――――― 

 対象勤務期間 ――――― 

 権利行使期間 
自 平成19年９月１日 

至 平成25年８月31日 

 権利行使価格（円） 156,900 

 付与日における公正な評価単価（円） 66,591 



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

１ 当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費      12,288 千円 

２ ストック・オプションの内容 

当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。 

  該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  

１ 当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費  15,843千円 

２ ストック・オプションの内容 

当連結会計年度において存在したストック・オプションは、以下のとおりであります。 

  

（注）１ 株式数に換算して記載しております。 

２ 権利確定条件は付されておりません。 

３ 株式交換により株式会社JIMOSからその義務を承継した新株予約権であります。 

  
平成14年ストック・オ

プション 
平成15年ストック・オ

プション 
平成16年ストック・オ

プション 
平成17年ストック・オ

プション 
平成14年（注）３ 

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人

数 

取締役    ７名 

従業員    12名 

取締役    ５名 

従業員    ７名 

取締役    ６名 

従業員    34名 
従業員    １名 

取締役    ３名 

従業員    14名 

株式の種類別のストッ

ク・オプションの付与数

（注）１ 

普通株式 2,400株 普通株式 4,800株 普通株式 4,800株 普通株式 200株 普通株式 900株 

付与日 平成15年６月９日 平成16年６月１日 平成16年12月３日 平成18年６月１日 平成14年９月26日 

権利確定条件(注）２ ――――― ――――― ――――― ――――― ――――― 

対象勤務期間 
自 平成15年５月30日 

至 平成16年８月31日 

自 平成16年５月25日

至 平成17年８月31日

自 平成16年12月２日

至 平成18年８月31日

自 平成18年５月25日 

至 平成19年８月31日 

自 平成14年９月27日

至 平成16年６月11日

権利行使期間 
自 平成16年９月１日 

至 平成20年８月31日 

自 平成17年９月１日

至 平成21年８月31日

自 平成18年９月１日

至 平成22年８月31日

自 平成19年９月１日 

至 平成25年８月31日 

自 平成16年６月12日

至 平成20年６月11日

権利行使価格（円） 91,572 183,575 172,000 156,900 37,988 

付与日における公正な評

価単価（円） 
－ － － 66,591 － 

  
平成15年（注）３ 

ストック・オプション 
平成17年（注）３ 

ストック・オプション
平成17年（注）３ 

ストック・オプション
平成18年（注）３ 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人

数 

取締役    ４名 

従業員    10名 

取締役    ２名 

従業員    36名 

 子会社の取締役１名 

 子会社の従業員１名 

取締役    １名 

従業員    25名 

 子会社の取締役２名 

従業員    16名 

株式の種類別のストッ

ク・オプションの付与数

（注）１ 

普通株式 3,600株 普通株式 1,750株 普通株式 1,250株 普通株式 213株 

付与日 平成15年６月９日 平成17年１月26日 平成17年８月31日 平成18年５月12日 

権利確定条件（注）２ ――――― ――――― ――――― ――――― 

対象勤務期間 
自 平成15年６月10日 

至 平成16年12月27日 

自 平成17年１月27日

至 平成18年９月30日

自 平成17年９月１日

至 平成18年９月30日

自 平成18年５月13日 

至 平成19年９月30日 

権利行使期間 
自 平成16年12月28日 

至 平成20年12月27日 

自 平成18年10月１日

至 平成23年９月30日

自 平成18年10月１日

至 平成23年９月30日

自 平成19年10月１日 

至 平成27年９月30日 

権利行使価格（円） 56,980 238,462 372,124  189,853 

付与日における公正な評

価単価（円） 
 － －   － 93,101 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 当社グループは、携帯電話等を媒体としたコンテンツの提供及びコンテンツ提供システムの開発を主たる事

業としておりますが、当該事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高及び営業利益の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業内容の種類により区分しております。 

２ 各事業区分の事業内容 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,137,019千円であり、その主

なものは、当社グループの管理部門に係る費用であります。 

４ 会計方針の変更 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、固定

資産の減価償却方法を変更しております。これによるセグメントに与える影響は軽微であります。 

 
モバイル・コ

ンテンツ事業

 （千円） 

コマース事

業 

 （千円） 

ソリューシ

ョン事業 

 （千円） 

広告事業 

 （千円） 

投資事業 

 （千円） 

海外事業 

 （千円） 

計 

 (千円） 

消去又は全社 

 （千円） 

連結 

 （千円） 

Ⅰ 売上高及び 

営業損益 
                 

売上高                  

(1）外部顧客に対

する売上高 

6,183,933 

  

6,044,136 

  

1,415,341

 

615,775

 

－

 

1,004,861

 

15,264,049 

  

－ 

  

15,264,049

 

(2）セグメント間

の内部売上又は

振替高 

－ 6,000 8,213 － － － 14,213  (14,213) －

計 6,183,933 6,050,136 1,423,554 615,775 － 1,004,861 15,278,262   (14,213) 15,264,049

営業費用 4,728,506 5,801,227 1,540,411 743,329 51,623 1,090,749 13,955,847 749,923 14,705,771

営業利益又は 

営業損失（△） 
1,455,427 248,908 △116,856 △127,553 △51,623 △85,887 1,322,415   (764,137) 558,277

 事業区分 主要商品及び役務等 

 モバイル・コンテンツ事業 インターネット対応携帯電話向けコンテンツサービス 

 コマース事業 
化粧品、健康食品、酒類、家電製品、ファッション等の通信販売、小売、卸売

等  

 ソリューション事業 
コンサルティング、モバイルサイト構築、通販支援事業、 

ソフトウェアの開発・販売 、システム構築 

 広告事業 モバイル広告の開発・販売、広告代理  

 投資事業 ファンドの運営・管理 

 海外事業 北米地域におけるモバイルコンテンツ配信事業  



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業内容の種類により区分しております。 

２ 各事業区分の事業内容 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,439,798千円であり、その主

なものは、当社グループの管理部門に係る費用であります。 

４ 当社は、従来、携帯電話等を媒体としたコンテンツの提供及びコンテンツ提供システムの開発を主たる事業

としており、平成18年10月１日の株式会社JIMOSとの経営統合を契機に当連結会計年度から、事業区分名称

を「モバイル・コンテンツ事業」に変更し、新たに「コマース事業」「ソリューション事業」「広告事業」

「投資事業」「海外事業」の５事業区分を追加いたしました。 

５ 会計方針の変更 

       （ストック・オプション等に関する会計基準） 

        「連結財務諸表作成のための基本方針となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度よ   

り、「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）及び「ス

トック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31

日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業

費用は、15,848千円増加し、営業損失は同額増加しております。 

 
モバイル・コ

ンテンツ事業 

 （千円） 

コマース事

業 

 （千円） 

ソリューシ

ョン事業 

 （千円） 

広告事業 

 （千円） 

投資事業 

 （千円） 

海外事業 

 （千円） 

計 

 (千円） 

消去又は全社 

 （千円） 

連結 

 （千円） 

Ⅰ 売上高及び 

営業損益 
                 

売上高                  

(1）外部顧客に対

する売上高 

12,047,341 

  

6,191,407 

  

2,750,712

 

256,695

 

148,606

 

2,176,382

 

23,571,145 

  

― 

  

23,571,145

 

(2）セグメント間

の内部売上又

は振替高 

― ― 1,636 103 ― ― 1,740 (1,740) ―

計 12,047,341 6,191,407 2,752,349 256,799 148,606 2,176,382 23,572,886 (1,740) 23,571,145

営業費用 9,050,311 6,164,369 3,090,236 368,802 139,842 2,532,713 21,346,276 1,438,057 22,784,334

営業利益又は 

営業損失（△） 
2,997,030 27,037 △337,887 △112,002 8,763 △356,331 2,226,609 (1,439,798) 786,811

 事業区分 主要商品及び役務等 

 モバイル・コンテンツ事業 インターネット対応携帯電話向けコンテンツサービス 

 コマース事業 
化粧品、健康食品、酒類、家電製品、ファッション等の通信販売、小売、卸売

等  

 ソリューション事業 
コンサルティング、モバイルサイト構築、通販支援事業、 

ソフトウェアの開発・販売 、システム構築 

 広告事業 モバイル広告の開発・販売、広告代理  

 投資事業 ファンドの運営・管理 

 海外事業 北米地域におけるモバイルコンテンツ配信事業  



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 北米に属する国は米国及びカナダであります。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 北米に属する国は米国及びカナダであります。 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,438,057千円であり、その主

なものは、当社グループの管理部門に係る費用であります。 

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

 売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 7,336,858 1,113,356 8,450,215 － 8,450,215 

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － －  － 

計  7,336,858 1,113,356 8,450,215 －   8,450,215 

 営業費用 6,908,933 1,196,180 8,105,113 －   8,105,113 

 営業利益又は営業損失(△） 427,925 △82,823 345,102 －   345,102 

 
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 21,394,763 2,176,382 23,571,145 － 23,571,145 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,740 － － (1,740) － 

計 21,396,503 2,176,382 23,572,886 (1,740) 23,571,145 

営業費用 18,813,563 2,532,713 21,346,276 1,438,057 22,784,334 

営業利益又は営業損失(△） 2,582,940 △356,331 2,226,609 (1,439,798) 786,811 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成18年４

月１日 至 平成19年３月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,113,356 1,113,356 

Ⅱ 連結売上高（千円）   8,450,215 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％） 13.2 13.2 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間(当期)純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額の算定上の基礎は以下のとおりです。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

44,280円 49,661.55円 48,099.59円 

１株当たり中間純損失金額 １株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純損失金額 

9,440円 825.56円 30,073.51円 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、中間純損失が計

上されているため記載しておりませ

ん。 

823.77円 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、当期純損失が計

上されているため記載しておりませ

ん。 



  

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日）

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日）

１株当たり中間純利益金額又は中間

（当期）純損失金額（△） 
     

中間純利益又は 

中間（当期）純損失（△）(千円） 
△2,183,680 239,102 △7,830,611

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間純利益又は 

中間（当期）純損失（△）（千円） 
△2,183,680 239,102 △7,830,611

期中平均株式数（株） 231,301 289,623 260,382

       

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
     

 中間（当期）純利益調整額(千円) － － － 

 普通株式増加数（株） － 631 ― 

 （うち新株予約権） （－） （631） （－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

Airborne Entertainment 

Inc.の新株予約権の概要

は、下記のとおりありま

す。 

 社債と同時に割り当て

た新株予約権の概要 

 アクシスソフト株式会

社の新株予約権の状況に

つきましては、下記のと

おりであります。 

なお、新株予約権の概要

は「第４提出会社の状

況」１「株式等の状況」

(2)「新株予約権等の状

況」に記載のとおりであ

ります。 

ESOP-2004 
168,770個 

(168,770株)

新株予約権

の発行個数

及び株数 

26,634個 

(26,634株) 

株式の発行

価格  
0.0005USD 

株式発行総

額 
13.31USD 

新株予約権

の付与割合

(%) 

0.0 

新株予約権

の行使期間 

株式公開後

５年間  

第3回新株予

約権 

1,616個 

(1,616株) 

第4回新株予

約権 

700個 

(700株)  

新株予約権７種類（新株

予約権の目的となる株式

の数 9,350株） 

Airborne Entertainment 

Inc.の新株予約権の概要

は、下記のとおりであり

ます。 

  

社債と同時に割り当てた

新株予約権の概要 

なお、新株予約権の概要

は「第４提出会社の状

況」１「株式等の状況」

(2)「新株予約権等の状

況」に記載のとおりであ

ります。 

ESOP-2004
129,176個 

(129,176株)

ESOP-2005
899,000個 

(899,000株)

新株予約権

の発行個数

及び株数 

81,634個 

( 81,634株)

株式の発行 

価格  
0.0005USD 

株式発行総

額 
40.81USD 

新株予約権

の付与割合

(%) 

0.0 

新株予約権

の行使期間 

株式公開後

５年間  

Airborne Entertainment 

Inc.の新株予約権の概要

は、下記のとおりであり

ます。また、社債と同時

に割り当てた新株予約権

の概要は、「連結附属明

細表」の「社債明細表」

に記載しております。 

なお、新株予約権の概要

は「第４提出会社の状

況」１「株式等の状況」

(2)「新株予約権等の状

況」に記載のとおりであ

ります。 

ESOP-2004 
132,512個 

（132,512株）

ESOP-2004 
878,000個 

（878,000株）



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１．当社は、平成18年11月17日開催
の当社取締役会において、シンジ
ケーション形式リボルビング・ク
レジット・ファシリティを導入に
つき決議いたしました。 
シンジケーション形式リボルビン
グ・クレジット・ファシリティに
ついて  
当社はシンジケーション形式リ

ボルビング・クレジット・ファシ
リティの導入を次のとおり行いま
した。 

２．当社は、平成18年11月22日開催
の当社取締役会において、株式会
社エスクルーの普通株式の取得に
より、同社を子会社化することに
つき決議いたしました。 
（1）取得の目的 

株式会社エスクルーをモバイ
ルコマース事業を担う戦略子会
社に位置付け、中核事業会社で
ある株式会社サイバード、株式
会社ＪＩＭＯＳとのグループ間
シナジーを早期創出することに
より、モバイルコマース事業を
一気に加速させるべく推進いた
します。 

（1） 
目的及び資金

使途  

平成18年11月17日付

で、運転資金等の機動

的かつ効率的な調達を

目的としております。 

（2） 

アレンジャー

及びエージェ

ント 

株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行 

（3） 参加金融機関 株式会社みずほ銀行 

（4） 借入極度額 30億円 

（5） 契約期間 
平成18年11月17日～平

成19年11月16日 

１．株式会社ＣＪホールディングス
（以下「公開買付者」という。）
による当社株式及び新株予約権の
公開買付けについて 
当社は、平成19年10月31日開催

の取締役会において、公開買付者
による当社株式及び新株予約権の
取得を目的とした公開買付けの実
施について、賛同の意を表明する
ことを決議し、平成19年11月１日
付けをもって金融商品取引法第27
条の10に基づく意見表明報告書を
提出いたしました。 
（1）公開買付者の概要 

①商号 
株式会社ＣＪホールディン

グス  

②主な事業内容

公開買付者は、各種事業を

営む会社の株式を所有する

ことにより、当該会社の事

業活動を支配・管理するこ

とを主たる事業の内容とし

ております。 

③設立年月日 平成19年10月１日 

④本店所在地 
東京都千代田区麹町一丁目

７番地 

⑤代表者の役

職・氏名 
代表取締役 吉沢 正道 

⑥資本金の額 
金10万円（平成19年10月31

日現在） 

⑦大株主構成及

び持株比率 

Longreach Capital 

Partners 1,L.P.、

LONGREACH HOLDINGS 

IRELAND、及びLongreach GP 

Commitment L.P. 100% 

⑧公開買付者と

当社の関係等

資本関係 

公開買付者は、

当社株式１株を

保有しておりま

す。 

人的関係 
該当事項はあり

ません。  

取引関係 
該当事項はあり

ません。 

関連当事

者への該

当状況 

該当事項はあり

ません。 

１．資本準備金の減少 
当社は、平成19年６月28日に開

催の第９回定時株主総会におい
て、下記のとおり資本準備金の額
の減少について決議いたしまし
た。 
（1）資本準備金の額の減少の目的 

平成19年３月期に生じた欠損
の補填と剰余金の配当原資の確
保、及び今後の機動的な資本政
策に備えることを目的としてお
ります。 

（2）資本準備金の額の減少の要領 
資本準備金の額

12,045,032,870円のうち、
10,669,203,485円をその他資本
剰余金に振り替え、減少後の資
本準備金の額を1,375,829,385
円といたします。 

（3）資本準備金の額の減少の日程 

２．買収防衛プラン継続に伴う新株
予約権無償割当てに関する事項の
決定の取締役会への委任 
平成19年６月28日開催の当社第

９期定時株主総会において、当社
の持続的な成長という目的を達成
し、事業活動を通じた継続的な企
業価値の向上を実現し、これに反
する買収から株主の利益を守るた
めの合理的な手段として、新たな
買収防衛プランの導入に伴い新株
予約権無償割当ての決定の取締役
会への委任を決議いたしました。 

①取締役会 

決議日 

平成19年５月22日

②債権者異議申

述公告 

平成19年５月23日

③債権者異議申

述 終期日 

平成19年６月25日

④定時株主総会

決議日 

平成19年６月28日

⑤効力発生日 平成19年６月28日

 



前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

（2）取得内容 
平成18年11月30日 

（3）取得する子会社の概要 

（4）取得する子会社の規模  
平成18年８月期 

 取得日 平成18年11月30日 

 取得株数 3,750株  

 取得金額 150,000千円  

 所有割合(％) 53.6%  

商号 株式会社エスクルー  

代表者 
代表取締役社長兼CEO 正岡 

賢 

本店所在地 東京都渋谷区 

設立年月日 平成11年10月20日 

主な事業内容 

モバイル公式コンテンツの

企画・製作・運営・コンサ

ルティング、各種システム

構築、webアプリケーション

開発、webサイト企画・開

発、webサイト運営・管理・

保守、webデザイン業務、各

web系サイトコンサルティン

グ 

事業年度の末日 ８月31日 

従業員数 48名(契約社員含む) 

主な事業所 本店所在地に同じ 

発行済株式総数 7,000株 

売上高 1,533百万円 

経常利益 7百万円 

総資産額 485百万円 

純資産額 71百万円 

資本金の額 35百万円 

（2）当該公開買付けに関する意見
の内容、根拠及び理由 
①当該公開買付けに関する意見
の内容 
当社は、平成19年10月31日

開催の取締役会において、公
開買付者による当社株式及び
新株予約権の取得を目的とし
た公開買付け（以下「本公開
買付け」という。）の実施に
ついて、本公開買付けを含む
当社を非公開化させるための
一連の取引（以下「本取引」
という。）が当社の経営基盤
を強化し、今後の中長期的な
企業価値の向上に資するもの
であるとともに、本公開買付
けの買付価格その他の諸条件
は妥当であることから、当社
株主に対して合理的な価格に
より売却機会を提供するもの
であると判断し、本公開買付
けに賛同の意を表明する旨を
決議いたしました。したがっ
て、当社は、当社の株主及び
新株予約権者の皆様に対し、
本公開買付けに応募すること
を推奨いたします。 

②本公開買付けに賛同する根拠
及び理由 
当社は、平成10年９月に、

主にインターネット接続が可
能な携帯電話向けのモバイ
ル・コンテンツを、国内移動
体通信事業者を通じて提供す
るモバイルコンテンツプロバ
イダーとして設立され、当該
事業を通じて培ったノウハウ
や技術を活かし、ソリューシ
ョン事業やモバイルコマース
事業等も展開してまいりまし
た。また、平成18年10月に
は、会社分割制度により、既
存の当社事業を新設会社であ
る株式会社サイバード（以下
「サイバード」という。）に
承継させ、同時に、主に化粧
品通販事業を展開する株式会
社JIMOS（以下「JIMOS」とい
う。）との経営統合をも果た
すことで、サイバードとJIMOS
を子会社とするグループにお
ける持株会社となりました。
当社グループは、経営統合
後、サイバードの強みである
「モバイルコミュニケーショ
ン」と、JIMOSの強みである 

本プランの概要 
本プランは、当社株式の一定数

以上の取得につき所定の手続に従
うことを要請するとともに、かか
る手続に従わない取得がなされる
場合や、かかる手続に従った場合
であっても当該取得が当社の企業
価値および株主の皆様の共同の利
益に反するものであると判断され
る場合には、かかる取得に対する
対抗策として新株予約権を株主の
皆様に無償で割り当るものです。 
新株予約権の要項 
（1）割当対象株主 

当社取締役会が公告した日
（以下「割当期日」という。）
における 終の株主名簿または
実質株主名簿に記載または記録
された株主（ただし、当社を除
く。）に対し、その保有株式１
株につき新株予約権１個の割合
で、新株予約権を割り当てる。 

（2）発行する新株予約権の総数 
割当期日の 終の当社普通株

式の発行済株式総数（当社の保
有する当社普通株式の数を控除
する。）と同数とする。 

（3）新株予約権の目的である株式
の種類および数 
・新株予約権の目的である株式
の種類 
新株予約権の目的である株式
の種類は当社普通株式とす
る。 

・新株予約権の目的である株式
の数 
新株予約権１個の目的である
株式の数（以下「対象株式
数」という。）は１株とす
る。 
ただし、(4)により、対象株

式数が調整される場合には、新
株予約権の目的である株式の総
数は調整後対象株式数に応じて
調整される。 

 



前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

  「ヒューマンコミュニケーシ
ョン」を融合させることで確
立する、他に追随を許さない
「one to only oneプラットフ
ォームの創造」を目指し、モ
バイル・コンテンツ事業、コ
マース事業、ソリューション
事業等を運営してまいりまし
た。 
モバイル・コンテンツ事業

におきましては、モバイル・
コンテンツ市場のパイオニア
としてモバイルユーザーに対
してユニークで様々なコンテ
ンツを提供してまいりまし
た。また、コマース事業にお
きましても、中核をなす化粧
品通販事業の主力商品である
美容液ファンデーションにお
いて同市場内売上高１位を達
成する等（株式会社富士経済
による調査発表）、顧客より
高い評価を得ております。こ
の結果、当社グループは、モ
バイル・コンテンツ事業やコ
マース事業において、これら
の市場の成長を上回るペース
で業績を向上させてまいりま
した。また、当社グループ
は、これらの市場は今後とも
一定程度の成長が期待できる
ものと考えております。 
一方、昨今のモバイルイン

ターネット市場の多様化とさ
らなる拡大、とりわけモバイ
ル広告市場においては、平成
23年までの平均年間成長率が
26.9%と高い成長率が予測され
ており、当該予測期間の中で
も、特に平成19年は前年比
42.5%と も著しい成長が予測
されております（株式会社電
通総研による調査発表）。こ
のような背景からも同市場の
急速な拡大が見込める中、当
社グループは中長期的な企業
価値向上を目指す観点より、
今こそその事業環境の変化に
より生じる成長機会に迅速に
対応し、事業戦略の遂行を加
速させる時期であると強く考
えております。 

（4）新株予約権の目的である株 
式の数の調整 
当社が、新株予約権の割当期

日後、当社株式の分割もしくは
併合、合併または会社分割を行
う場合、それらの条件等を勘案
し、適宜対象株式数の調整を行
うものとする。 
対象株式数の調整を行うとき

は、当社は、あらかじめその旨
及びその事由、調整前の対象株
式数、調整後の対象株式数及び
その適用の日その他必要な事項
を各新株予約権者に書面により
通知または定款に定める方法に
より公告する。ただし、適用の
日の前日までに前記の通知また
は公告を行うことができないと
きは、適用の日以降速やかにこ
れを行う。 

（5）新株予約権の払込金額 
無償とする。 

（6）新株予約権の行使に際して出 
資される財産の価額 
新株予約権１個の行使に際し

て出資される財産（金銭とす
る。）の価額（以下「行使価
額」という。）は、１円とす
る。新株予約権１個の行使に際
して払込をなすべき額は、行使
価額に割当株式数を乗じた額と
する。 

（7）新株予約権の行使期間 
新株予約権の割当期日から

120日以内の期間で当社取締役
会が定める期間とする。ただ
し、(9)に基づき当社が新株予
約権を取得する場合には、当該
取得日の前日までとし、行使期
間の 終日が銀行営業日でない
場合にはその翌銀行営業日を
終日とする。 

 



前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

  当社グループは、かかる中
長期的な成長実現の達成のた
め、モバイルインターネット
市場におけるビジネスモデル
の拡張や、コマース事業にお
いて競争が激化する化粧品通
販事業でのマーケティング力
の強化を目指していますが、
そのためには、短期的な足元
の業績に左右されない一定程
度の先行投資が必要と判断し
ております。 
具体的には、当社グループ

はこれまでの各事業を通じて
獲得した会員の定着化を図る
ことで構築してきたプラット
フォームを、さらに斬新で魅
力的な新サービスを提供する
ことによってより一層の拡充
を促し、従来以上にメディア
価値の高いプラットフォーム
の創造を目指します。また、
コマース会員数の増加や会員
のアクティブ化を図るため、
積極的な広告宣伝戦略の展
開、新製品の投入によるプロ
ダクトポートフォリオの強
化、既存製品のリニューアル
等を実施していきます。 
当社グループは、構築を進

める新たなプラットフォーム
を強化し、新しく生み出され
るメディアにおける各種広告
の露出機会を会員に提供する
ことにより、広告事業を既存
事業に続く収益獲得の柱とし
て育成していく予定です。ま
た、当該プラットフォーム上
の会員を、既存のモバイル・
コンテンツ事業、コマース事
業、及びソリューション事業
等に還流することにより、既
存事業収益力の増大を図り、
さらに各事業において獲得し
た会員のプラットフォーム内
での循環を図ることにより、
事業間シナジーを追求し、収
益機会の 大化を目指してい
きます。 
当社グループは、上記記載

のような中長期的な観点で企
業価値の向上を達成するた
め、市場環境が整いつつある
このタイミングが経営資源投
下の大きな機会と捉えていま
す。そのためには足元の短期
的な業績の変動に左右される
ことなく、新たなプラットフ
ォーム事業の確立のための体
制の整備とアクションを実行
することが急務であると判断
いたしました。 

（8）新株予約権の行使の条件  
①本要項において、次の語句
は、別段の定めのない限り以
下に定める意味を有するもの
とする。 

ａ.「特定株式保有者」とは、 
Ⅰ.当該買付者等が保有者とし
て保有しまたは保有するこ
ととなる当社の株券等に係
る株券等保有割合の合計 

Ⅱ.当該買付者等が公開買付者
として所有しまたは所有す
る事となる当社の株券等及
び当該公開買付者の特別関
係者が所有する当社の株券
等に係る株券等所有割合の
合計のいずれかが、20％を
超える買付者等をいう。た
だし、以下の者を除く。 
ⅰ.当社または当社の子会社
（財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する
規則第８条第３項に定義
される。）または関連会
社（財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関す
る規則第８条第５項に定
義される。） 

ⅱ.不注意で、または当社を
支配する意図がないのに
特定株式保有者となった
者と当社取締役会が認め
た者で、かつ、特定株式
保有者となった後10日以
内（ただし、当社取締役
会はこの期間を延長でき
る。）にその保有する株
券等を処分等することに
より特定株式保有者では
なくなった者 

ⅲ.当社による自己株式の取
得その他の理由により、
自己の意思によることな
く、当社の特定株式保有
者になった者であると当
社取締役会が認めた者
（ただし、その後、自己
の意思により当社の株券
等を新たに所得した場合
を除く。） 

 



前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

かかる中長期的な観点で企
業価値の向上策を実行するた
めの新たなプラットフォーム
事業の確立や既存のモバイ
ル・コンテンツ事業やコマー
ス事業強化のための体制の整
備とアクションを実行するに
は、短期的には業績の成長鈍
化が生じる懸念や、中長期に
わたり利益の変動性が高まる
リスクがあり、株主の期待に
沿えない可能性があります。
例えば、広告事業の本格的な
収益化に向けたプラットフォ
ーム構築のための大規模な投
資を実施すれば、一時的なコ
スト増加やキャッシュ・フロ
ーの悪化を招き、短期的な業
績への影響が予想されます。
また、コマース事業の競争力
向上のための広告投資を拡大
しても、同様に業績への影響
が予想されます。 
以上述べてまいりました観

点に鑑みて、当社の代表取締
役社長である堀主知ロバート
は、慎重に検討を行い、当社
の中長期的な視点に立った事
業戦略を実行し、かかる戦略
実行に伴い不可避的に発生す
る上記のようなリスクを当社
の一般株主の皆様に負って頂
くことを回避するとともに、
当社の企業価値の更なる向上
を速やかに実現するために
は、柔軟かつ迅速な経営戦略
の実現が可能となるマネジメ
ント・バイアウト（MBO）の手
法による非公開化を行うこと
が 善であると判断いたしま
した。 
なお、公開買付者及びロン

グリーチファンドを含むロン
グリーチグループは、当社の
中長期的な視点にたった事業
戦略の実行に対して、国内の
みならず、グローバルな視点
から当社の成長及び競争力強
化と企業価値向上に資するパ
ートナーとして、経営陣との
緊密な協業体制を構築するこ
とを表明しております。 

ｂ.「保有」とは、証券取引法第
27条の23第４項に規定する保
有をいう。 

ｃ.「保有者」とは、証券取引法
第27条の23第１項に規定する
保有者をいい、同条第３項に
基づき保有者とみなされる者
を含む。 

ｄ.「公開買付者」とは、証券取
引法第27条の３第２項に規定
する公開買付者をいう。 

ｅ.「保有者かつ公開買付者」と
は、保有者が同時に公開買付
者である場合の当該保有者を
いう。 

ｆ.「共同保有者」とは、証券取
引法第27条の23第５項に規定
する共同保有者をいい、同条
第６項に基づき共同保有者と
みなされる者を含む。 

ｇ.「特別関係者」とは、証券取
引法第27条の２第７項に規定
する特別関係者をいう。ただ
し、同項第１号に掲げる者に
ついては、発行者以外の者に
よる株券等の公開買付けの開
示に関する内閣府令第３条第
１項で定める者を除く。 

ｈ.「株券等保有割合」とは、証
券取引法第27条の23第４項に
規定する株券等保有割合をい
う。 

ｉ.「敵対的性質が類型的に存し
ない者」とは、 
Ⅰ.当社または当社の子会社
（財務諸表等の用語、様式
及び作成方法に関する規則
第８条第３項に定義され
る。）または関連会社（財
務諸表等の用語、様式及び
作成方法に関する規則第８
条第５項に定義される。） 

 



前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当社といたしましても、公
開買付者による当社の完全子
会社化により、上記のような
中長期的な視点にたった事業
戦略を実行することに伴い不
可避的に発生するリスクを当
社の一般株主の皆様に負って
頂くことを回避しつつ、柔軟
かつ迅速な当社の中長期的な
視点にたった事業戦略の実行
が可能となることから、公開
買付者が当社の完全子会社化
を実現するために実施する本
公開買付けは、当社にとって
も 善であると判断いたしま
した。 

（3）本公開買付け後の組織再編等
の方針（いわゆる二段階買収に
関する事項） 
本公開買付けが成立した場

合、公開買付者は当社の発行済
株式総数の３分の２以上の株式
を取得することになりますが、
本公開買付けで当社の全株式
（自己株式を除く。）を取得で
きなかった場合には、公開買付
者は、以下の方法により、当社
を100％子会社化する予定です。 
具体的には、本公開買付けが

成立した後に、公開買付者は、
本公開買付けの決済日以降の日
を基準日として、①当社の発行
する全ての普通株式に全部取得
条項を付すこと、及び②当社の
当該株式の全部取得と引換えに
別個の当社株式を交付するこ
と、以上①及び②を付議議案に
含む株主総会及び①を付議議案
に含む普通株主による種類株主
総会の開催を当社に要請する意
向を有しており、当社はかかる
要請に応じて株主総会及び普通
株主による種類株主総会を開催
することを検討しております。 
公開買付者は、本公開買付け

が成立した場合には当社の総議
決権の３分の２以上を保有する
ことになる予定であり、上記の
株主総会及び普通株主による種
類株主総会において上記各議案
に賛成する予定です。上記各手
続が実行された場合には、当社
の発行する全ての普通株式は全
部取得条項が付された上で、全
て当社に取得されることとな
り、当社の株主には当該取得の
対価として別個の当社株式が交
付されることとなりますが、当
社の株主で交付されるべき当該
当社株式の数が１株に満たない
端数となる株主に対しては、 

Ⅱ.不注意で、または当社を支
配する意図がないのに特定
株式保有者となった者と当
社取締役会が認めた者で、
かつ、特定株式保有者とな
った後10日以内（ただし、
当社取締役会はこの期間を
延長できる。）にその保有
する株券等を処分等するこ
とにより特定株式保有者で
はなくなった者 

Ⅲ.当社による自己株式の取得
その他の理由により、自己
の意思によることなく、当
社の特定株式保有者になっ
た者であると当社取締役会
が認めた者（ただし、その
後、自己の意思により当社
の株券等を新たに取得した
場合を除く。） 

Ⅳ.当社の特定株式保有者とな
ったとしても当社の企業価
値及び株主共同の利益に反
しないと当社取締役会が認
めた者（当社取締役会は、
いつでもこれを認めること
ができる。また、一定の条
件の下に当社の企業価値及
び株主共同の利益に反しな
いと当社取締役会が認めた
場合には、当該条件が満た
されている場合に限る。） 

のいずれかに該当する者をい
う。 

ｊ.「買付け等」とは、証券取引
法第27条の２第１項に規定す
る買付け等をいう。 

ｋ.「株券等」とは、証券取引法
第27条の23第１項に規定する
株券等をいう。ただし、証券
取引法第27条の２第１項に規
定する株券等を除く。 

 



前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

法令の手続に従い、当該端数の
合計数を売却することによって
得られる金銭が交付されること
になります。なお、当該端数の
合計数の売却価格については、
本公開買付価格を基準として算
定される予定ですが、算定の時
点が異なることから、この金額
が本公開買付価格と異なること
があり得ます。また、全部取得
条項が付された当社の普通株式
の取得の対価として交付する当
社株式の数は届出書提出日現在
未定でありますが、当社が公開
買付者の100％子会社となるよ
う、本公開買付けに応募されな
かった公開買付者以外の当社の
株主に対し交付しなければなら
ない当社株式の数が１株に満た
ない端数となるよう決定する予
定です。 
上記①及び②の手続きに関連

する少数株主の権利保護を目的
とした会社法上の規定として、
(i)上記①の普通株式に全部取得
条項を付す旨の定款変更を行う
に際しては、会社法第116条及び
第117条その他の関係法令の定め
に従って、株主がその有する株
式の買取請求を行うことができ
る旨が定められており、また、
(ii)上記②の全部取得条項が付
された株式の全部取得が株主総
会において決議された場合に
は、会社法第172条その他の関係
法令の定めに従って、当該株式
の取得の価格の決定の申立てを
行うことができる旨が定められ
ております。 
なお、これらの(i)又は(ii)の

方法による１株当たりの買取価
格及び取得価格は、 終的には
裁判所が判断することになるた
め、本公開買付価格と異なるこ
とがあり得ます。これらの方法
による請求又は申立てを行うに
あたっては、その必要手続等に
関しては株主各位において自ら
の責任にて弁護士等にご確認さ
れ、ご判断いただくこととなり
ます。 

②以下に定める者は新株予約権
を行使することができない。 
特定株式保有者、その共同

保有者、その特別関係者もし
くはこれらの者から新株予約
権を取得した者（ただし、取
得につき当社取締役会の承認
を得た者を除く。）またはこ
れらの者が実質的に支配し、
これらの者に実質的に支配さ
れもしくはこれらの者が共同
して支配し、これらの者と共
同して行動する者と当社取締
役会が判断した者 

③適用ある法令上、当該法令の
管轄地域に所在する者が所定
の手続の履行もしくは所定の
条件（一定期間の行使禁止、
所定の書類の提出等を含
む。）の充足またはその双方
（以下「現地法手続要件」と
総称する。）なくして新株予
約権を行使した場合には法令
に違反または抵触することに
なるときには、当該管轄地域
に所在する者は、当該手続ま
たは条件がすべて履行または
充足されたことを立証した場
合に限り、新株予約権を行使
することができる。ただし、
当該管轄地域に所在する者が
新株予約権を行使するために
当社が履行または充足するこ
とが必要とされる手続または
条件については、当社はこれ
を履行または充足する義務は
負わない。また、当該管轄地
域に所在する者が新株予約権
を行使することが法令上認め
られない場合には、当該管轄
地域に所在する者は、新株予
約権を行使することができな
いものとする。 

 



前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

なお、①当社の発行する全て
の普通株式に全部取得条項を付
し、②当該株式の全部取得と引
換えに別個の当社株式を交付す
るという上記方法については、
関連法令についての当局の解釈
等の状況並びに本公開買付け後
の公開買付者の株式所有割合及
び公開買付者以外の当社株主の
当社株式の保有状況等によっ
て、それと同等の効果を有する
他の方法を実施する可能性があ
ります。但し、その場合でも、
公開買付者以外の当社の株主に
対しては、 終的に現金を交付
する方法の採用を予定しており
ます。この場合における当該当
社株主に交付する金銭の額につ
いても、本公開買付けの買付価
格を基準として算定する予定で
すが、算定の時期が異なること
から、この金額が本公開買付け
の買付価格と異なることがあり
得ます。 

（4）上場廃止となる見込みがある
旨及び上場廃止を目的とする公
開買付けに賛同する理由 
公開買付者は、本公開買付け

において買付けを行う株券等の
数に上限を設定していないた
め、本公開買付けの結果、ジャ
スダック証券取引所の株券上場
廃止基準に該当した場合、当社
の株券は、所定の手続を経て上
場廃止となる可能性がありま
す。また、当該基準に該当しな
い場合でも、公開買付者は、本
公開買付けの終了後に、上記
「（3）本公開買付け後の組織再
編等の方針」に従い、当社を完
全子会社化することを予定して
おりますので、その場合には当
社の株券は上場廃止になりま
す。上場廃止後は、当社株券を
ジャスダック証券取引所におい
て取引することはできません。 

④上記③にかかわらず、米国に
所在する者は、 
Ⅰ.当社に対し、自らが米国
1933年証券法ルール501
（a）に定義する適格投資家
（accredited investor）で
あることを表明かつ保証
し、かつ 

Ⅱ.その保有する新株予約権の
行使の結果取得する当社普
通株式の転売を株式会社ジ
ャスダック証券取引所にお
ける普通取引（ただし、事
前の取決めに基づかず、か
つ事前の勧誘を行わないも
のとする。）によってのみ
これを行うことを誓約した
場合に限り、新株予約権を
行使することができるもの
とする。当社は、かかる場
合に限り、当該米国に所在
する者が新株予約権を行使
するために当社が履行また
は充足することが必要とさ
れる米国1933年証券法レギ
ュレーションD及び米国州法
に係る手続または条件を履
行または充足するものとす
る。 
なお、米国における法令の
変更等の理由により、米国
に所在する者が上記Ⅰ及び
Ⅱを充足しても米国証券法
上適法に新株予約権の行使
をすることができないと当
社取締役会が認める場合に
は、米国に所在する者は、
新株予約権を行使すること
ができないものとする。 

⑤上記②ないし④の規定に従
い、新株予約権者が新株予約
権を行使することができない
場合であっても、当社は、当
該新株予約権者に対して、損
害賠償責任その他の一切の責
任を負わないものとする。 

⑥各新株予約権の一部行使はで
きないものとする。 

 



前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

（5）株式会社ＣＪホールディング
スによる当社株式の公開買付け
の概要 
①買付け等をする株券等の種類 
普通株式及び新株予約権 

②買付け等の期間 
Ⅰ.届出当初の期間 
平成19年11月１日（木）か
ら 
平成19年12月13日（木）ま
で（30営業日） 

Ⅱ.公告日 
 平成19年11月１日（木） 

Ⅲ.対象者の請求に基づく延長
の可能性の有無 
 該当事項はありません。 

③買付け等の価格  
Ⅰ.株券 
１株につき 金60,000円  

Ⅱ.新株予約権 
ａ.第１回新株予約権 
ｂ.第２回新株予約権 
ｃ.第３回新株予約権 
ｄ.第４回新株予約権 
ｅ.JIMOS新株予約権① 
ｆ.JIMOS新株予約権② 
ｇ.JIMOS新株予約権③ 
ｈ.JIMOS新株予約権④ 
ⅰ.JIMOS新株予約権⑤ 
すべて１個につき金１円 

④買付け等の価格算定の基礎 
Ⅰ.株券 

公開買付者は、買付価格の
決定にあたり、公開買付者の
フィナンシャル・アドバイザ
ーで第三者算定人でもある日
興シティグループ証券に対
し、対象者の株式価値の算定
を依頼し、日興シティグルー
プ証券より株式価値算定書を
取得しています。 

（9）当社による新株予約権の取得 
・当社は、新株予約権の行使期
間の開始日の前日までの間いつ
でも、新株予約権を取得するこ
とが適切であると当社取締役会
が判断する場合には、当社取締
役会が定める日をもって、無償
で新株予約権全部を取得するこ
とができる。 
・当社は、会社法第274条第１
項及び第２項に規定される当社
取締役会の決定により、（7）
の新株予約権の行使期間が終了
する時までの間で当社取締役会
が定める日において、新株予約
権１個につき対象株式数の当社
普通株式と引換えに、（8）に
従い新株予約権を行使すること
ができる者の新株予約権を取得
することができる。 

（10）新株予約権の行使または当
社による取得により新たに当社
株式を取得した場合の当該株主
の株主総会における議決権行使 
当社が定める基準日後に、新

株予約権の行使または当社によ
る新株予約権の取得によって、
新たに当社株式を取得した場合
の当該株主は、株主総会におい
て議決権を行使できるものとす
る。 

（11）新株予約権の譲渡に関する
事項 
新株予約権を譲渡により取得

するには当社取締役会の承認を
要するものとする。 
なお、譲渡人が日本国外に所

在する者であって、(8)の③及
び④の規定により新株予約権を
行使することができない者であ
るときは、当社取締役会は、以
下の事由等を勘案して上記承認
をするか否かを決定するものと
する。 

 



前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

公開買付者は、この算定結
果を基に、各評価手法を比較
検討し、買付価格の決定にあ
たっては、市場株価法に加
え、対象者の企業価値や今後
の事業戦略を適切に反映する
ことができる将来に亘る収益
力に基づくDCF法による株式
価値評価を考慮するととも
に、対象者株式は同業他社と
比較して出来高が相対的に低
く、株価が必ずしも本来の株
式価値を反映しているとは限
らない可能性があるため、類
似公開企業乗数比較法による
株式価値評価をも併せて考慮
すべきと判断しています。そ
して、対象者の第三者委員会
及び対象者の代表取締役社長
であり大株主である堀氏とそ
れぞれ別個に行った協議・交
渉の結果や、対象者による本
公開買付けへの賛同の可否、
及び本公開買付けの見通し等
も踏まえ、既存株主に対して
対象者株式の株価に十分なプ
レミアムを付した買付価格を
提示することが相当であると
判断し、平成19年10月31日
に、本公開買付価格を１株当
たり60,000円とすることを決
定いたしました。 
 なお、本公開買付価格は、
平成19年10月30日までのジャ
スダック証券取引所における
対象者株式の終値の過去１ヶ
月間の単純平均値49,026円
(小数点以下四捨五入)に対し
て約22.38％、過去３ヶ月間
の単純平均値42,606円(小数
点以下四捨五入)に対して約
40.83％、過去６ヶ月間の単
純平均値45,564円（小数点以
下四捨五入）に対して約
31.68％のプレミアムを加え
た価格であります。 

①当該管轄地域に所在する者に
よる新株予約権の全部または
一部の譲渡に関し譲渡人によ
り譲受人が作成し署名または
記名捺印した確認書（下記②
ないし④についての表明保証
条項、補償条項および違約金
条項を含む。）が提出されて
いること 

② 譲渡人及び譲受人が(8)の②
に定める者に該当しないこと 

③ 譲受人が当該管轄地域に所在
せず、当該管轄地域に所在す
る者のために譲受しようとし
ている者ではないこと 

④ 譲受人が上記②及び③に定め
るいずれかの者のために譲受
しようとしている者ではない
こと 

(12）合併、会社分割、株式交換ま
たは株式移転の場合における
新株予約権の交付及びその条
件 
新株予約権の無償割当てに係
る取締役会決議において当社
取締役会が決定する。 

(13）新株予約権証券の不発行 
新株予約権証券は、発行しな
い。 

(14）新株予約権の行使により新株
を発行する場合における増加
する資本金及び資本準備金 
新株予約権の行使により当社
普通株式を発行する場合にお
ける増加する資本金は、行使
価額の全額とし、資本準備金
は増加しないものとする。 

(15）新株予約権の行使請求及び払
込の方法 
新株予約権を行使しようとす
るときは、所定の行使請求書
（行使に係る新株予約権の内
容及び数、新株予約権を行使
する日等の必要事項並びに株
主自身が新株予約権の行使条
件を充足すること等について
の表明保証条項、補償条項そ
の他の誓約文言を含む当社所
定の書式によるものとす
る。）に必要事項を記載して
これに記名捺印した上、必要
に応じて別に定める新株予約
権の行使に要する書類並びに
会社法、証券取引法及びその
関連法規（日本証券業協会及
び本邦証券取引所の定める規
則等を含 

 



前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

Ⅱ.新株予約権 
すべての新株予約権におい

て、１株当たりの行使価格
が、本公開買付けの普通株式
１株当たりの買付価格を上回
っております。 
 しかしながら、新株予約権
は対象者又は対象者の子会社
の取締役、監査役並びに従業
員に対するストック・オプシ
ョンとして発行されたもので
あり、①新株予約権者は、権
利行使時において対象者又は
対象者の子会社の取締役、監
査役若しくは従業員等の地位
にあることを要するものとさ
れ（任期満了による退任、定
年による退職の場合を除
く）、また、②新株予約権者
は対象者との新株予約権割当
契約書に基づき、新株予約権
の譲渡、担保権設定、質入そ
の他の処分は認められており
ません。そのため、公開買付
者は、本公開買付けにより当
該新株予約権を買付けたとし
ても、これを行使できないと
解されることから、上記のと
おり、新株予約権の買付価格
を１個当たり１円と決定いた
しました。 

⑤買付予定の株式等の数 
普通株式 203,282株 

（注1）応募株券等の総数が「買
付予定の株式等の数」に満た
ない場合は、応募株券等の全
部の買付けを行いません。 

（注2）応募株券等の総数が「買
付予定の株式等の数」以上の
場合には、応募株券等の全部
の買付け等を行います。 

む。）上その時々において要
求されるその他の書類（以下
「添付書類」という。）を(7)
に定める期間中に払込取扱場
所に提出し、かつ、当該行使
に係る新株予約権の行使価額
全額に相当する金銭を払込取
扱場所に払い込むことにより
行われるものとする。 

(16）新株予約権行使の効力発生時
期等 
新株予約権の行使の効力は、

(15)の行使請求書及び添付書類
が行使請求受付場所に到達し、
かつ行使に係る新株予約権の行
使価額全額に相当する金銭が指
定口座に入金された時に生じる
ものとする。 

(17）法令の改正等 
新株予約権の無償割当て後、

法令の制定、改正または廃止に
より、本要項の条項に修正を加
える必要が生じた場合において
は、当該制定、改正または廃止
の趣旨及び文言を勘案の上、本
要項の条項を合理的に読み替え
るものとする。 

 



前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

  ⑥買付け等による株券等所有割
合の異動 
Ⅰ.買付け等前における公開買
付者の所有株券等に係る議
決権の数 
１個 
（買付け等前における株券
等所有割合0.00％） 

Ⅱ.買付予定の株券等に係る議
決権の数 
203,282個 
（買付け等後における株券
等所有割合66.67％） 

（注）「買付予定の株券等に係
る議決権の数」は、本公開買
付けにおける買付予定数
203,282株に係る議決権の数で
す。 

⑦買付代金 
12,196,920,000円 

（注）買付代金は、買付価格
（60,000円）で買付予定数
（203,282株）を買い付けた場
合の見積額を記載していま
す。 

⑧公開買付代理人 
日興シティグループ証券株

式会社 
なお、公開買付代理人は、そ
の事務の一部を再委託するた
めに以下の復代理人を選任し
ております。 
日興コーディアル証券株式会
社   

（6）本公開買付けの結果 
本公開買付けの結果、当社の

親会社及び主要株主である筆頭
株主に異動が生じました。 
 株式会社ＣＪホールディング
スは、当社の普通株式259,764株
（議決権総数に対する割合
89.58％）及び新株予約権（その
目的となる当社普通株式5,373
株）を取得いたしました。この
ため、株式会社ＣＪホールディ
ングスは、平成19年12月20日付
（決済開始日）にて、当社の親
会社及び主要株主である筆頭株
主となるとともに、同社の出資
者であるLongreach Capital 
Partners 1,L.P.（出資割合
93.19％）、LONGREACH HOLDINGS 
IRELAND（出資割合6.53％）及び
Longreach GP Commitment L.P.
（出資割合0.28％）並びに
LONGREACH HOLDINGS IRELANDの
出資者であるLongreach Capital 
Partners Ireland 1,L.P.（出資
割合100％）も当社の親会社に該
当することとなりました。 
  

 

 



前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

   なお、株式会社ＣＪホール
ディングスは、（3）、（4）に
記載のとおり当社を完全子会社
化することを予定しております
ので、その場合には、当社の株
券は上場廃止になります。上場
廃止後は、当社株券をジャスダ
ック証券取引所において取引す
ることはできません。 

 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金     685,315 1,085,486   1,656,633

２ 売掛金     3,077,714 －   －

３ たな卸資産     4,609 276   －

４ 関係会社短期貸付
金 

    2,414,747 129,000   2,526,736

５ その他     379,258 603,765   721,416

  貸倒引当金     △25,185 －   －

流動資産合計     6,536,460 42.8 1,818,528 10.3   4,904,786 28.0

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１    233,483 1.5 213,532 1.2   260,847 1.5

２ 無形固定資産          

(1）ソフトウェア   395,833   171,875 35,666  

(2）ソフトウェア仮
勘定 

  83,522   4,751 －  

(3）その他   1,167 480,523 3.2 1,167 177,794 1.0 1,167 36,833 0.2

３ 投資その他の資産          

(1）投資有価証券   7,077,288   35,250 149,558  

(2）関係会社株式   －   11,506,250 11,200,900  

(3）その他の関係会
社有価証券 

  －   100,000 100,000  

(4）関係会社長期貸
付金 

  －   2,921,716 304,500  

(5）敷金保証金   419,337   545,224 506,550  

(6）その他   526,491 8,023,117 52.5 344,232 15,452,674 87.5 58,975 12,320,484 70.3

固定資産合計     8,737,124 57.2 15,844,001 89.7   12,618,165 72.0

資産合計     15,273,584 100.0 17,662,529 100.0   17,522,952 100.0

          

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

１ 買掛金     1,313,060 －   －

２ 短期借入金     2,449,747 2,290,216   2,652,736

３ 未払金     293,497 108,269   158,651

４ 未払法人税等     18,388 5,785   6,580

５ 賞与引当金     81,210 27,215   33,068

６ その他     55,376 53,502   79,073

流動負債合計     4,211,280 27.6 2,484,988 14.1   2,930,111 16.7

負債合計     4,211,280 27.6 2,484,988 14.1   2,930,111 16.7

           

   （純資産の部）                     

 Ⅰ 株主資本                     

  １ 資本金     5,503,317 36.0   5,503,317 31.1   5,503,317 31.4 

  ２ 資本剰余金                     

  （1）資本準備金   3,135,995    1,375,829    12,045,032     

  （2）その他資本剰余
金 

  2,424,016    7,643,755    2,424,016    

     資本剰余金合計     5,560,012 36.4   9,019,584 51.1   14,469,049 82.6 

  ３ 利益剰余金                   

   （1）その他利益剰余 
     金 

                    

    繰越利益剰余金   △4,581     620,779     △5,401,097     

     利益剰余金合計     △4,581 △0.0   620,779 3.5   △5,401,097 △30.8 

   株主資本合計     11,058,748 72.4   15,143,681 85.7   14,571,269 83.2 

 Ⅱ 新株予約権     3,555 0.0   33,859 0.2   21,571 0.1 

   純資産合計     11,062,304 72.4   15,177,541 85.9   14,592,841 83.3 

   負債純資産合計     15,273,584 100.0   17,662,529 100.0   17,522,952 100.0 

                    



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
要約損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 営業収益     6,567,211 100.0 1,806,057 100.0   7,885,939 100.0 

Ⅱ 売上原価     4,072,787 62.0 － －   4,072,787 51.6

売上総利益     2,494,424 38.0 1,806,057 100.0   3,813,151 48.4

Ⅲ 事業費並びに販売費及
び一般管理費 

    2,040,943 31.1 1,142,679 63.3   3,283,609 41.7

営業利益     453,480 6.9 663,378 36.7   529,542 6.7

Ⅳ 営業外収益 ※１   94,942 1.5 93,051 5.2   182,170 2.3

Ⅴ 営業外費用 ※２   346,262 5.3 73,578 4.1   440,631 5.6

経常利益     202,160 3.1 682,851 37.8   271,080 3.4

Ⅵ 特別損失 ※３   1,998,112 30.4 52,086 2.9   7,295,554 92.5

税引前中間純利益又は
税引前中間（当期）純
損失（△） 

    △1,795,951 △27.3 630,765 34.9   △7,024,473 △89.1

法人税、住民税及び事
業税 

  4,336   9,985 22,411   

過年度法人税等   46,875   － 46,875   

法人税等調整額   99,796 151,008 2.3 － 9,985 0.5 249,716 319,003 4.0

中間純利益又は中間
（当期）純損失(△) 

    △1,946,960 △29.6 620,779 34.4   △7,343,476 △93.1

          



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成18年４月1日 至 平成18年９月30日） 

  （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金  利益剰余金 

株主資本合計 

資本準備金 
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

その他利益剰
余金 

利益剰余金合
計 繰越利益剰余

金 

平成18年３月31日 残高（千円） 5,451,700 3,084,379 2,424,016 5,508,395 1,980,917 1,980,917 12,941,012 

中間会計期間中の変動額              

新株の発行 51,616 51,616 － 51,616 － － 103,233 

剰余金の配当 （注） － － － － △38,538 △38,538 △38,538 

中間純損失（△） － － － － △1,946,960 △1,946,960 △1,946,960 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
              

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
51,616 51,616 － 51,616 △1,985,498 △1,985,498 △1,882,265 

平成18年９月30日 残高（千円） 

（千円） 
5,503,317 3,135,995 2,424,016 5,560,012 △4,581 △4,581 11,058,748 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 240,138 240,138 － 13,181,152 

中間会計期間中の変動額        

新株の発行 － － － 103,233 

剰余金の配当 （注） － － － △38,538 

中間純損失（△） － － － △1,946,960 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
△240,138 △240,138 3,555 △236,583 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△240,138 △240,138 3,555 △2,118,848 

平成18年９月30日 残高（千円） － － 3,555 11,062,304 



当中間会計期間（自 平成19年４月1日 至 平成19年９月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金  利益剰余金 

株主資本合計

資本準備金 
その他資本剰
余金 

資本剰余金合
計 

その他利益剰
余金 

利益剰余金合
計 繰越利益剰余

金 

平成19年３月31日 残高（千円） 5,503,317 12,045,032 2,424,016 14,469,049 △5,401,097 △5,401,097 14,571,269 

中間会計期間中の変動額              

剰余金の配当 － － △48,367 △48,367 － － △48,367 

資本準備金の取崩 ― △10,669,203 10,669,203 － － － － 

その他資本剰余金の取崩 ― ― △5,401,097 △5,401,097 5,401,097 5,401,097 － 

中間純利益 － － － － 620,779 620,779 620,779 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
              

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ △10,669,203 5,219,739 △5,449,464 6,021,876 6,021,876 572,412 

平成19年９月30日 残高（千円） 5,503,317 1,375,829 7,643,755 9,019,584 620,779 620,779 15,143,681 

  新株予約権 純資産合計 

平成19年３月31日 残高（千円） 21,571 14,592,841 

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当 － △48,367 

資本準備金の取崩 － － 

その他資本剰余金の取崩 － － 

中間純利益 － 620,779 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
12,288 12,288 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
12,288 584,700 

平成19年９月30日 残高（千円） 33,859 15,177,541 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年４月1日 至 平成19年３月31日） 

  

  （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金  利益剰余金 

株主資本合計 

資本準備金 
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

その他利益剰
余金 

利益剰余金合
計 繰越利益剰余

金 

平成18年３月31日 残高（千円） 5,451,700 3,084,379 2,424,016 5,508,395 1,980,917 1,980,917 12,941,014 

事業年度中の変動額              

新株の発行 51,616 51,616 － 51,616 － － 103,233 

株式交換 － 8,909,037 － 8,909,037 － － 8,909,037 

剰余金の配当 （注） － － － － △38,538 △38,538 △38,538 

当期純損失（△） － － － － △7,343,476 △7,343,476 △7,343,476 

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額） 
              

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
51,616 8,960,653 － 8,960,653 △7,382,014 △7,382,014 1,630,255 

平成19年３月31日 残高（千円） 5,503,317 12,045,032 2,424,016 14,469,049 △5,401,097 △5,401,097 14,571,269 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 240,138 240,138 － 13,181,152 

事業年度中の変動額        

新株の発行 － － － 103,233 

株式交換 － － － 8,909,037 

剰余金の配当 （注） － － － △38,538 

当期純損失（△） － － － △7,343,476 

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額） 
△240,138 △240,138 21,571 △218,566 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
△240,138 △240,138 21,571 1,411,688 

平成19年３月31日 残高（千円） － － 21,571 14,592,841 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

移動平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株式

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株式

同左 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格に

基づく時価法 

（評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定しております。） 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格に基づ

く時価法 

（評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定しております。） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

(2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

 ――――― 

(2）デリバティブ 

同左 

(3）たな卸資産 

商品 ：移動平均法による原

価法 

仕掛品：個別法による原価法 

(3）たな卸資産 

 ――――― 

 ――――― 

(3）たな卸資産 

 ――――― 

 ――――― 

貯蔵品： 

終仕入原価法 

貯蔵品： 

 同左 

貯蔵品： 

 同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。た

だし、建物（附属設備を除く）

については定額法によっており

ます。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物       ８～50年 

器具及び備品   ５～６年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。た

だし、建物（附属設備を除く）

については定額法によっており

ます。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物       ３～50年 

器具及び備品   ３～15年 

 (会計方針の変更） 

 当中間会計期間より、法人税法の改

正に伴い、平成19年４月１日以降取得

の固定資産については、改正法人税法

に規定する償却方法によっておりま

す。この変更に伴う営業利益、経常利

益、税引前中間純利益に与える影響は

軽微であります。 

 (追加情報） 

 当中間会計期間より、法人税法の改

正に伴い、平成19年３月31日以前に取

得の固定資産については、改正前の法

人税法に規定する償却方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。この変更に伴う営

業利益、経常利益、税引前中間純利益

に与える影響は軽微であります。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。た

だし、建物（附属設備を除く）

については定額法によっており

ます。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物       ３～50年 

器具及び備品   ３～15年 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(2）無形固定資産 

ソフトウエア（自社利用） 

 定額法によっており、利用可

能期間は３年であります。 

(2）無形固定資産 

定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間（３～５年）に基づく定額法を採

用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

３ 繰延資産の処理方法 

(1）新株発行費 

 支出時に全額費用として計上

しております。 

３ 繰延資産の処理方法 

 ――――― 

３ 繰延資産の処理方法 

 ――――― 

(2）株式交付費 

 支出時に全額費用として計上

しております。 

(2）株式交付費 

 同左 

(2）株式交付費 

 同左 

４ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

４ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

４ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、賞与支給

見込額に基づき計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、翌期の賞

与支給見込額のうち当期に帰属

する部分の金額を計上しており

ます。 

５ 外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

５ 外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準 

同左 

５ 外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

６ リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

６ リース取引の処理方法 

同左 

６ リース取引の処理方法 

同左 

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動負債

の「未払金」に含めて表示して

おります。 

７ その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動負債

の「その他」に含めて表示して

おります。 

７ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準  

 当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第５号 平成17年

12月９日)及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」(企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日)を適用しておりま

す。 

従来の方法によった場合の資本の部の

合計に相当する金額は11,058,748千円

であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、改正

後の中間財務諸表等規則により作成し

ております。 

――――――― 貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準 

 当事業年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。従来の「資本の

部」の合計に相当する金額は

14,571,269千円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 

 ストック・オプション等に関する会

計基準等 

 当中間会計期間より、「ストック 

・オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準第８号 平成17年12月

27日）及び「ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第11号 平成18年５

月31日）を適用しております。これに

より、営業利益及び経常利益が3,555

千円減少し、税引前中間純損失が同額

増加しております。 

――――――― ストック・オプション等に関する会

計基準等 

 当事業年度より、「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企

業会計基準第８号 平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第11号 平成18

年５月31日）を適用しております。

これにより、営業利益は15,843千円

減少し、経常損失は同額増加し、税

引前当期純損失は21,571千円増加し

ております。 

――――――― ――――――― （企業結合に係る会計基準等） 

  当事業年度より、「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会 平

成15年10月31日）及び「事業分離等

に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準第７号）並びに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」（企業会計基準委員

会 終改正平成18年12月22日 企

業会計基準適用指針第10号）を適用

しております。 



表示方法の変更 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間まで区分掲記しておりました「立替

金」（当中間会計期間末33,287千円）は、資産の合計額

の100分の５以下となったため、流動資産の「その他」に

含めて表示することにいたしました。 

――――――― 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

117,818千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

82,189千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

79,839千円 

 ２ 当座借越契約 

 当社においては、運転資金の

効率的な調達のため、取引銀行

４行と当座借越契約を締結して

おります。 

 当中間会計期間末における当

座借越契約に係る借入金実行残

高等は次のとおりであります。 

 ２ 当座借越契約 

 当社においては、運転資金の

効率的な調達のため、取引銀行

２行と当座借越契約を締結して

おります。 

 当中間会計期間末における当

座借越契約に係る借入金実行残

高等は次のとおりであります。 

 ２ 当座借越契約 

 当社においては、運転資金の

効率的な調達のため、取引銀行

２行と当座借越契約を締結して

おります。 

 当事業年度末における当座借

越契約に係る借入金実行残高等

は次のとおりであります。 

当座借越極度額 4,500,000千円

借入実行残高 100,000千円

当座借越極度額 2,500,000千円

借入実行残高   －千円

差引額 2,500,000千円

当座借越極度額 2,500,000千円

借入実行残高 300,000千円

差引額 2,200,000千円

 ３ コミットメントライン契約 

 ――――― 

 ３ コミットメントライン契約 

 当社においては、運転資金の

効率的な調達のため、取引銀行

２行と貸出コミットメントライ

ン契約を締結しております。 

 これらの契約に基づく当中間

会計期間末における借入金実行

残高等は次のとおりでありま

す。 

 ３ コミットメントライン契約 

 当社においては、運転資金の

効率的な調達のため、取引銀行

２行と貸出コミットメントライ

ン契約を締結しております。 

 これらの契約に基づく当事業

年度末における借入金実行残高

等は次のとおりであります。 

  コミットメントライ

ン契約の総額 

3,000,000千円

借入実行残高 1,715,651千円

差引額 1,284,348千円

コミットメントライ

ン契約の総額 

3,000,000千円

借入実行残高 1,762,486千円

差引額 1,237,513千円

 ４ 偶発債務 

 Airborne Entertainment Inc.

の旧株主に対して剰余収益受領

権を付与し、同社の2006年度業

績計画の達成状況に応じ、17百

万USDを上限として、その0％～ 

100％分につき、米国現地法人 

CYB INVESTMENT INC.を通じ付加

的な支払いを実施する予定で

す。 

 ４ 偶発債務 

 ――――― 

 ４ 偶発債務 

 ――――― 



（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち重要なもの ※１ 営業外収益のうち重要なもの ※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 77,423千円

受取配当金 17,333千円

受取利息 87,268千円 受取利息 162,823千円

受取配当金 17,333千円

※２ 営業外費用のうち重要なもの ※２ 営業外費用のうち重要なもの ※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 36,520千円

為替差損 309,742千円

支払利息 69,057千円 支払利息   112,728千円

為替差損 311,624千円

※３ 特別損失のうち重要なもの ※３ 特別損失のうち重要なもの ※３ 特別損失のうち重要なもの 

関係会社株式評価損 1,939,184千円

ソフトウェア評価損 47,864千円

投資有価証券評価損 52,086千円 関係会社株式評価損 7,126,424千円

経営統合費用 83,518千円

 ４ 減価償却実施額  ４ 減価償却実施額  ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 18,649千円

無形固定資産 140,009千円

有形固定資産 12,438千円

無形固定資産 18,121千円

有形固定資産   36,222千円

無形固定資産  143,749千円



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引に係る注記 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引に係る注記 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引に係る注記 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

有形固定資産 561,954 254,868 307,085 

ソフトウェア 23,044 7,061 15,982 

合計 584,998 261,929 323,068 

  

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

有形固定資産 156,651 52,698 103,952

ソフトウェア 8,116 2,290 5,825

合計 164,767 54,989 109,778

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

有形固定資産 154,177 33,712 120,464

ソフトウェア 8,116 1,145 6,971

合計 162,293 34,857 127,435

②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額 

１年内 149,766千円

１年超 198,679千円

合計 348,446千円

１年内        43,054千円

１年超        69,607千円

合計        112,662千円

１年内        43,346千円

１年超        85,963千円

合計        129,309千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

③支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

③支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料 103,168千円

減価償却費相当額 86,791千円

支払利息相当額 9,719千円

支払リース料       26,218千円

減価償却費相当額       23,821千円

支払利息相当額      3,406千円

支払リース料       29,074千円

減価償却費相当額       26,764千円

支払利息相当額       3,855千円

④減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

⑤利息相当額の算定方法 

同左 

⑤利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 

（借主側） （借主側） （借主側） 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

１年内 165,227千円

１年超 283千円

合計 165,510千円

１年内        369,004千円

１年超    184,391千円

合計        553,396千円

１年内        369,009千円

１年超    368,892千円

合計        737,901千円



（有価証券関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間(当期)純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額の算定上の基礎は以下のとおりです。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

47,791円 52,287.57円 50,311.16円 

１株当たり中間純損失金額 １株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純損失金額 

8,417円 2,143.41円 28,202.67円 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、中間純損失が計

上されているため記載しておりませ

ん。 

2,138.75円 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、当期純損失が計

上されているため記載しておりませ

ん。 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間純利益金額又は中間

（当期）純損失金額（△） 
     

中間（当期）純利益又は純損失 

（千円） 
△1,946,960 620,779 △7,343,476  

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間純利益又は 

中間（当期）純損失（△）（千円） 
△1,946,960 620,779 △7,343,476 

期中平均株式数（株） 231,301 289,623 260,382  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額  
      

 中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ― 

 普通株式増加数（株） ― 631 ― 

 (うち新株予約権（株）） ― (631) ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権の概要は

「第４提出会社の状

況」１「株式等の状

況」(2)「新株予約権等

の状況」に記載のとお

りであります。 

新株予約権７種類（新

株予約権の目的となる

株式の数 9,350株） 

なお、新株予約権の概

要は「第４提出会社の

状況」１「株式等の状

況」(2)「新株予約権等

の状況」に記載のとお

りであります。 

新株予約権の概要は

「第４提出会社の状

況」１「株式等の状

況」(2)「新株予約権等

の状況」に記載のとお

りであります。 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１．当社は、平成18年11月17日開催
の当社取締役会において、シンジ
ケーション形式リボルビング・ク
レジット・ファシリティを導入に
つき決議いたしました。 
シンジケーション形式リボルビン
グ・クレジット・ファシリティに
ついて  
当社はシンジケーション形式リ

ボルビング・クレジット・ファシ
リティの導入を次のとおり行いま
した。 

２．当社は、平成18年11月22日開催
の当社取締役会において、株式会
社エスクルーの普通株式の取得に
より、同社を子会社化することに
つき決議いたしました。 
（1）取得の目的 

株式会社エスクルーをモバイ
ルコマース事業を担う戦略子会
社に位置付け、中核事業会社で
ある株式会社サイバード、株式
会社ＪＩＭＯＳとのグループ間
シナジーを早期創出することに
より、モバイルコマース事業を
一気に加速させるべく推進いた
します。 

（1） 
目的及び資金

使途  

平成18年11月17日付

で、運転資金等の機動

的かつ効率的な調達を

目的としております。 

（2） 

アレンジャー

及びエージェ

ント 

株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行 

（3） 参加金融機関 株式会社みずほ銀行 

（4） 借入極度額 30億円 

（5） 契約期間 
平成18年11月17日～平

成19年11月16日 

１．株式会社ＣＪホールディングス
（以下「公開買付者」という。）
による当社株式及び新株予約権の
公開買付けについて 
当社は、平成19年10月31日開催

の取締役会において、公開買付者
による当社株式及び新株予約権の
取得を目的とした公開買付けの実
施について、賛同の意を表明する
ことを決議し、平成19年11月１日
付けをもって金融商品取引法第27
条の10に基づく意見表明報告書を
提出いたしました。 
（1）公開買付者の概要 

①商号 
株式会社ＣＪホールディン

グス  

②主な事業内容

公開買付者は、各種事業を

営む会社の株式を所有する

ことにより、当該会社の事

業活動を支配・管理するこ

とを主たる事業の内容とし

ております。 

③設立年月日 平成19年10月１日 

④本店所在地 
東京都千代田区麹町一丁目

７番地 

⑤代表者の役

職・氏名 
代表取締役 吉沢 正道 

⑥資本金の額 
金10万円（平成19年10月31

日現在） 

⑦大株主構成及

び持株比率 

Longreach Capital 

Partners 1,L.P.、

LONGREACH HOLDINGS 

IRELAND、及びLongreach GP 

Commitment L.P. 100% 

⑧公開買付者と

当社の関係等

資本関係 

公開買付者は、

当社株式１株を

保有しておりま

す。 

人的関係 
該当事項はあり

ません。  

取引関係 
該当事項はあり

ません。 

関連当事

者への該

当状況 

該当事項はあり

ません。 

１．資本準備金の減少 
当社は、平成19年６月28日に開

催の第９回定時株主総会におい
て、下記のとおり資本準備金の額
の減少について決議いたしまし
た。 
（1）資本準備金の額の減少の目的 

平成19年３月期に生じた欠損
の補填と剰余金の配当原資の確
保、及び今後の機動的な資本政
策に備えることを目的としてお
ります。 

（2）資本準備金の額の減少の要領 
資本準備金の額

12,045,032,870円のうち、
10,669,203,485円をその他資本
剰余金に振り替え、減少後の資
本準備金の額を1,375,829,385
円といたします。 

（3）資本準備金の額の減少の日程 

２．買収防衛プラン継続に伴う新株
予約権無償割当てに関する事項の
決定の取締役会への委任 
平成19年６月28日開催の当社第

９期定時株主総会において、当社
の持続的な成長という目的を達成
し、事業活動を通じた継続的な企
業価値の向上を実現し、これに反
する買収から株主の利益を守るた
めの合理的な手段として、新たな
買収防衛プランの導入に伴い新株
予約権無償割当ての決定の取締役
会への委任を決議いたしました。 

①取締役会

決議日 

平成19年５月22

日 

②債権者異

議申述公

告 

平成19年５月23

日 

③債権者異

議申述

終期日 

平成19年６月25

日 

④定時株主

総会決議

日 

平成19年６月28

日 

⑤効力発生

日 

平成19年６月28

日 

 



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

（2）取得内容 
平成18年11月30日 

（3）取得する子会社の概要 

（4）取得する子会社の規模  
平成18年８月期 

 取得日 平成18年11月30日 

 取得株数 3,750株  

 取得金額 150,000千円  

 所有割合(％) 53.6%  

商号 株式会社エスクルー  

代表者 
代表取締役社長兼CEO 正岡 

賢 

本店所在地 東京都渋谷区 

設立年月日 平成11年10月20日 

主な事業内容 

モバイル公式コンテンツの

企画・製作・運営・コンサ

ルティング、各種システム

構築、webアプリケーション

開発、webサイト企画・開

発、webサイト運営・管理・

保守、webデザイン業務、各

web系サイトコンサルティン

グ 

事業年度の末日 ８月31日 

従業員数 48名(契約社員含む) 

主な事業所 本店所在地に同じ 

発行済株式総数 7,000株 

売上高 1,533百万円 

経常利益 7百万円 

総資産額 485百万円 

純資産額 71百万円 

資本金の額 35百万円 

（2）当該公開買付けに関する意見
の内容、根拠及び理由 
①当該公開買付けに関する意見
の内容 
当社は、平成19年10月31日

開催の取締役会において、公
開買付者による当社株式及び
新株予約権の取得を目的とし
た公開買付け（以下「本公開
買付け」という。）の実施に
ついて、本公開買付けを含む
当社を非公開化させるための
一連の取引（以下「本取引」
という。）が当社の経営基盤
を強化し、今後の中長期的な
企業価値の向上に資するもの
であるとともに、本公開買付
けの買付価格その他の諸条件
は妥当であることから、当社
株主に対して合理的な価格に
より売却機会を提供するもの
であると判断し、本公開買付
けに賛同の意を表明する旨を
決議いたしました。したがっ
て、当社は、当社の株主及び
新株予約権者の皆様に対し、
本公開買付けに応募すること
を推奨いたします。 

②本公開買付けに賛同する根拠
及び理由 
当社は、平成10年９月に、

主にインターネット接続が可
能な携帯電話向けのモバイ
ル・コンテンツを、国内移動
体通信事業者を通じて提供す
るモバイルコンテンツプロバ
イダーとして設立され、当該
事業を通じて培ったノウハウ
や技術を活かし、ソリューシ
ョン事業やモバイルコマース
事業等も展開してまいりまし
た。また、平成18年10月に
は、会社分割制度により、既
存の当社事業を新設会社であ
る株式会社サイバード（以下
「サイバード」という。）に
承継させ、同時に、主に化粧
品通販事業を展開する株式会
社JIMOS（以下「JIMOS」とい
う。）との経営統合をも果た
すことで、サイバードとJIMOS
を子会社とするグループにお
ける持株会社となりました。
当社グループは、経営統合
後、サイバードの強みである
「モバイルコミュニケーショ
ン」と、JIMOSの強みである 

本プランの概要 
本プランは、当社株式の一定数

以上の取得につき所定の手続に従
うことを要請するとともに、かか
る手続に従わない取得がなされる
場合や、かかる手続に従った場合
であっても当該取得が当社の企業
価値および株主の皆様の共同の利
益に反するものであると判断され
る場合には、かかる取得に対する
対抗策として新株予約権を株主の
皆様に無償で割り当るものです。 
新株予約権の要項 
（1）割当対象株主 

当社取締役会が公告した日
（以下「割当期日」という。）
における 終の株主名簿または
実質株主名簿に記載または記録
された株主（ただし、当社を除
く。）に対し、その保有株式１
株につき新株予約権１個の割合
で、新株予約権を割り当てる。 

（2）発行する新株予約権の総数 
割当期日の 終の当社普通株

式の発行済株式総数（当社の保
有する当社普通株式の数を控除
する。）と同数とする。 

（3）新株予約権の目的である株式
の種類および数 
・新株予約権の目的である株式
の種類 
新株予約権の目的である株式
の種類は当社普通株式とす
る。 

・新株予約権の目的である株式
の数 
新株予約権１個の目的である
株式の数（以下「対象株式
数」という。）は１株とす
る。 
ただし、(4)により、対象株

式数が調整される場合には、新
株予約権の目的である株式の総
数は調整後対象株式数に応じて
調整される。 

 



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

  「ヒューマンコミュニケーシ
ョン」を融合させることで確
立する、他に追随を許さない
「one to only oneプラットフ
ォームの創造」を目指し、モ
バイル・コンテンツ事業、コ
マース事業、ソリューション
事業等を運営してまいりまし
た。 
モバイル・コンテンツ事業

におきましては、モバイル・
コンテンツ市場のパイオニア
としてモバイルユーザーに対
してユニークで様々なコンテ
ンツを提供してまいりまし
た。また、コマース事業にお
きましても、中核をなす化粧
品通販事業の主力商品である
美容液ファンデーションにお
いて同市場内売上高１位を達
成する等（株式会社富士経済
による調査発表）、顧客より
高い評価を得ております。こ
の結果、当社グループは、モ
バイル・コンテンツ事業やコ
マース事業において、これら
の市場の成長を上回るペース
で業績を向上させてまいりま
した。また、当社グループ
は、これらの市場は今後とも
一定程度の成長が期待できる
ものと考えております。 
一方、昨今のモバイルイン

ターネット市場の多様化とさ
らなる拡大、とりわけモバイ
ル広告市場においては、平成
23年までの平均年間成長率が
26.9%と高い成長率が予測され
ており、当該予測期間の中で
も、特に平成19年は前年比
42.5%と も著しい成長が予測
されております（株式会社電
通総研による調査発表）。こ
のような背景からも同市場の
急速な拡大が見込める中、当
社グループは中長期的な企業
価値向上を目指す観点より、
今こそその事業環境の変化に
より生じる成長機会に迅速に
対応し、事業戦略の遂行を加
速させる時期であると強く考
えております。 

（4）新株予約権の目的である株 
式の数の調整 
当社が、新株予約権の割当期

日後、当社株式の分割もしくは
併合、合併または会社分割を行
う場合、それらの条件等を勘案
し、適宜対象株式数の調整を行
うものとする。 
対象株式数の調整を行うとき

は、当社は、あらかじめその旨
及びその事由、調整前の対象株
式数、調整後の対象株式数及び
その適用の日その他必要な事項
を各新株予約権者に書面により
通知または定款に定める方法に
より公告する。ただし、適用の
日の前日までに前記の通知また
は公告を行うことができないと
きは、適用の日以降速やかにこ
れを行う。 

（5）新株予約権の払込金額 
無償とする。 

（6）新株予約権の行使に際して出 
資される財産の価額 
新株予約権１個の行使に際し

て出資される財産（金銭とす
る。）の価額（以下「行使価
額」という。）は、１円とす
る。新株予約権１個の行使に際
して払込をなすべき額は、行使
価額に割当株式数を乗じた額と
する。 

（7）新株予約権の行使期間 
新株予約権の割当期日から

120日以内の期間で当社取締役
会が定める期間とする。ただ
し、(9)に基づき当社が新株予
約権を取得する場合には、当該
取得日の前日までとし、行使期
間の 終日が銀行営業日でない
場合にはその翌銀行営業日を
終日とする。 

 



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

  当社グループは、かかる中
長期的な成長実現の達成のた
め、モバイルインターネット
市場におけるビジネスモデル
の拡張や、コマース事業にお
いて競争が激化する化粧品通
販事業でのマーケティング力
の強化を目指していますが、
そのためには、短期的な足元
の業績に左右されない一定程
度の先行投資が必要と判断し
ております。 
具体的には、当社グループ

はこれまでの各事業を通じて
獲得した会員の定着化を図る
ことで構築してきたプラット
フォームを、さらに斬新で魅
力的な新サービスを提供する
ことによってより一層の拡充
を促し、従来以上にメディア
価値の高いプラットフォーム
の創造を目指します。また、
コマース会員数の増加や会員
のアクティブ化を図るため、
積極的な広告宣伝戦略の展
開、新製品の投入によるプロ
ダクトポートフォリオの強
化、既存製品のリニューアル
等を実施していきます。 
当社グループは、構築を進

める新たなプラットフォーム
を強化し、新しく生み出され
るメディアにおける各種広告
の露出機会を会員に提供する
ことにより、広告事業を既存
事業に続く収益獲得の柱とし
て育成していく予定です。ま
た、当該プラットフォーム上
の会員を、既存のモバイル・
コンテンツ事業、コマース事
業、及びソリューション事業
等に還流することにより、既
存事業収益力の増大を図り、
さらに各事業において獲得し
た会員のプラットフォーム内
での循環を図ることにより、
事業間シナジーを追求し、収
益機会の 大化を目指してい
きます。 
当社グループは、上記記載

のような中長期的な観点で企
業価値の向上を達成するた
め、市場環境が整いつつある
このタイミングが経営資源投
下の大きな機会と捉えていま
す。そのためには足元の短期
的な業績の変動に左右される
ことなく、新たなプラットフ
ォーム事業の確立のための体
制の整備とアクションを実行
することが急務であると判断
いたしました。 

（8）新株予約権の行使の条件  
①本要項において、次の語句
は、別段の定めのない限り以
下に定める意味を有するもの
とする。 

ａ.「特定株式保有者」とは、 
Ⅰ.当該買付者等が保有者とし
て保有しまたは保有するこ
ととなる当社の株券等に係
る株券等保有割合の合計 

Ⅱ.当該買付者等が公開買付者
として所有しまたは所有す
る事となる当社の株券等及
び当該公開買付者の特別関
係者が所有する当社の株券
等に係る株券等所有割合の
合計のいずれかが、20％を
超える買付者等をいう。た
だし、以下の者を除く。 
ⅰ.当社または当社の子会社
（財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する
規則第８条第３項に定義
される。）または関連会
社（財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関す
る規則第８条第５項に定
義される。） 

ⅱ.不注意で、または当社を
支配する意図がないのに
特定株式保有者となった
者と当社取締役会が認め
た者で、かつ、特定株式
保有者となった後10日以
内（ただし、当社取締役
会はこの期間を延長でき
る。）にその保有する株
券等を処分等することに
より特定株式保有者では
なくなった者 

ⅲ.当社による自己株式の取
得その他の理由により、
自己の意思によることな
く、当社の特定株式保有
者になった者であると当
社取締役会が認めた者
（ただし、その後、自己
の意思により当社の株券
等を新たに所得した場合
を除く。） 

 



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

かかる中長期的な観点で企
業価値の向上策を実行するた
めの新たなプラットフォーム
事業の確立や既存のモバイ
ル・コンテンツ事業やコマー
ス事業強化のための体制の整
備とアクションを実行するに
は、短期的には業績の成長鈍
化が生じる懸念や、中長期に
わたり利益の変動性が高まる
リスクがあり、株主の期待に
沿えない可能性があります。
例えば、広告事業の本格的な
収益化に向けたプラットフォ
ーム構築のための大規模な投
資を実施すれば、一時的なコ
スト増加やキャッシュ・フロ
ーの悪化を招き、短期的な業
績への影響が予想されます。
また、コマース事業の競争力
向上のための広告投資を拡大
しても、同様に業績への影響
が予想されます。 
以上述べてまいりました観

点に鑑みて、当社の代表取締
役社長である堀主知ロバート
は、慎重に検討を行い、当社
の中長期的な視点に立った事
業戦略を実行し、かかる戦略
実行に伴い不可避的に発生す
る上記のようなリスクを当社
の一般株主の皆様に負って頂
くことを回避するとともに、
当社の企業価値の更なる向上
を速やかに実現するために
は、柔軟かつ迅速な経営戦略
の実現が可能となるマネジメ
ント・バイアウト（MBO）の手
法による非公開化を行うこと
が 善であると判断いたしま
した。 
なお、公開買付者及びロン

グリーチファンドを含むロン
グリーチグループは、当社の
中長期的な視点にたった事業
戦略の実行に対して、国内の
みならず、グローバルな視点
から当社の成長及び競争力強
化と企業価値向上に資するパ
ートナーとして、経営陣との
緊密な協業体制を構築するこ
とを表明しております。 

ｂ.「保有」とは、証券取引法第
27条の23第４項に規定する保
有をいう。 

ｃ.「保有者」とは、証券取引法
第27条の23第１項に規定する
保有者をいい、同条第３項に
基づき保有者とみなされる者
を含む。 

ｄ.「公開買付者」とは、証券取
引法第27条の３第２項に規定
する公開買付者をいう。 

ｅ.「保有者かつ公開買付者」と
は、保有者が同時に公開買付
者である場合の当該保有者を
いう。 

ｆ.「共同保有者」とは、証券取
引法第27条の23第５項に規定
する共同保有者をいい、同条
第６項に基づき共同保有者と
みなされる者を含む。 

ｇ.「特別関係者」とは、証券取
引法第27条の２第７項に規定
する特別関係者をいう。ただ
し、同項第１号に掲げる者に
ついては、発行者以外の者に
よる株券等の公開買付けの開
示に関する内閣府令第３条第
１項で定める者を除く。 

ｈ.「株券等保有割合」とは、証
券取引法第27条の23第４項に
規定する株券等保有割合をい
う。 

ｉ.「敵対的性質が類型的に存し
ない者」とは、 
Ⅰ.当社または当社の子会社
（財務諸表等の用語、様式
及び作成方法に関する規則
第８条第３項に定義され
る。）または関連会社（財
務諸表等の用語、様式及び
作成方法に関する規則第８
条第５項に定義される。） 

 



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当社といたしましても、公
開買付者による当社の完全子
会社化により、上記のような
中長期的な視点にたった事業
戦略を実行することに伴い不
可避的に発生するリスクを当
社の一般株主の皆様に負って
頂くことを回避しつつ、柔軟
かつ迅速な当社の中長期的な
視点にたった事業戦略の実行
が可能となることから、公開
買付者が当社の完全子会社化
を実現するために実施する本
公開買付けは、当社にとって
も 善であると判断いたしま
した。 

（3）本公開買付け後の組織再編等
の方針（いわゆる二段階買収に
関する事項） 
本公開買付けが成立した場

合、公開買付者は当社の発行済
株式総数の３分の２以上の株式
を取得することになりますが、
本公開買付けで当社の全株式
（自己株式を除く。）を取得で
きなかった場合には、公開買付
者は、以下の方法により、当社
を100％子会社化する予定です。 
具体的には、本公開買付けが

成立した後に、公開買付者は、
本公開買付けの決済日以降の日
を基準日として、①当社の発行
する全ての普通株式に全部取得
条項を付すこと、及び②当社の
当該株式の全部取得と引換えに
別個の当社株式を交付するこ
と、以上①及び②を付議議案に
含む株主総会及び①を付議議案
に含む普通株主による種類株主
総会の開催を当社に要請する意
向を有しており、当社はかかる
要請に応じて株主総会及び普通
株主による種類株主総会を開催
することを検討しております。 
公開買付者は、本公開買付け

が成立した場合には当社の総議
決権の３分の２以上を保有する
ことになる予定であり、上記の
株主総会及び普通株主による種
類株主総会において上記各議案
に賛成する予定です。上記各手
続が実行された場合には、当社
の発行する全ての普通株式は全
部取得条項が付された上で、全
て当社に取得されることとな
り、当社の株主には当該取得の
対価として別個の当社株式が交
付されることとなりますが、当
社の株主で交付されるべき当該
当社株式の数が１株に満たない
端数となる株主に対しては、 

Ⅱ.不注意で、または当社を支
配する意図がないのに特定
株式保有者となった者と当
社取締役会が認めた者で、
かつ、特定株式保有者とな
った後10日以内（ただし、
当社取締役会はこの期間を
延長できる。）にその保有
する株券等を処分等するこ
とにより特定株式保有者で
はなくなった者 

Ⅲ.当社による自己株式の取得
その他の理由により、自己
の意思によることなく、当
社の特定株式保有者になっ
た者であると当社取締役会
が認めた者（ただし、その
後、自己の意思により当社
の株券等を新たに取得した
場合を除く。） 

Ⅳ.当社の特定株式保有者とな
ったとしても当社の企業価
値及び株主共同の利益に反
しないと当社取締役会が認
めた者（当社取締役会は、
いつでもこれを認めること
ができる。また、一定の条
件の下に当社の企業価値及
び株主共同の利益に反しな
いと当社取締役会が認めた
場合には、当該条件が満た
されている場合に限る。） 

のいずれかに該当する者をい
う。 

ｊ.「買付け等」とは、証券取引
法第27条の２第１項に規定す
る買付け等をいう。 

ｋ.「株券等」とは、証券取引法
第27条の23第１項に規定する
株券等をいう。ただし、証券
取引法第27条の２第１項に規
定する株券等を除く。 

 



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

法令の手続に従い、当該端数の
合計数を売却することによって
得られる金銭が交付されること
になります。なお、当該端数の
合計数の売却価格については、
本公開買付価格を基準として算
定される予定ですが、算定の時
点が異なることから、この金額
が本公開買付価格と異なること
があり得ます。また、全部取得
条項が付された当社の普通株式
の取得の対価として交付する当
社株式の数は届出書提出日現在
未定でありますが、当社が公開
買付者の100％子会社となるよ
う、本公開買付けに応募されな
かった公開買付者以外の当社の
株主に対し交付しなければなら
ない当社株式の数が１株に満た
ない端数となるよう決定する予
定です。 
上記①及び②の手続きに関連

する少数株主の権利保護を目的
とした会社法上の規定として、
(i)上記①の普通株式に全部取得
条項を付す旨の定款変更を行う
に際しては、会社法第116条及び
第117条その他の関係法令の定め
に従って、株主がその有する株
式の買取請求を行うことができ
る旨が定められており、また、
(ii)上記②の全部取得条項が付
された株式の全部取得が株主総
会において決議された場合に
は、会社法第172条その他の関係
法令の定めに従って、当該株式
の取得の価格の決定の申立てを
行うことができる旨が定められ
ております。 
なお、これらの(i)又は(ii)の

方法による１株当たりの買取価
格及び取得価格は、 終的には
裁判所が判断することになるた
め、本公開買付価格と異なるこ
とがあり得ます。これらの方法
による請求又は申立てを行うに
あたっては、その必要手続等に
関しては株主各位において自ら
の責任にて弁護士等にご確認さ
れ、ご判断いただくこととなり
ます。 

②以下に定める者は新株予約権
を行使することができない。 
特定株式保有者、その共同

保有者、その特別関係者もし
くはこれらの者から新株予約
権を取得した者（ただし、取
得につき当社取締役会の承認
を得た者を除く。）またはこ
れらの者が実質的に支配し、
これらの者に実質的に支配さ
れもしくはこれらの者が共同
して支配し、これらの者と共
同して行動する者と当社取締
役会が判断した者 

③適用ある法令上、当該法令の
管轄地域に所在する者が所定
の手続の履行もしくは所定の
条件（一定期間の行使禁止、
所定の書類の提出等を含
む。）の充足またはその双方
（以下「現地法手続要件」と
総称する。）なくして新株予
約権を行使した場合には法令
に違反または抵触することに
なるときには、当該管轄地域
に所在する者は、当該手続ま
たは条件がすべて履行または
充足されたことを立証した場
合に限り、新株予約権を行使
することができる。ただし、
当該管轄地域に所在する者が
新株予約権を行使するために
当社が履行または充足するこ
とが必要とされる手続または
条件については、当社はこれ
を履行または充足する義務は
負わない。また、当該管轄地
域に所在する者が新株予約権
を行使することが法令上認め
られない場合には、当該管轄
地域に所在する者は、新株予
約権を行使することができな
いものとする。 

 



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

なお、①当社の発行する全て
の普通株式に全部取得条項を付
し、②当該株式の全部取得と引
換えに別個の当社株式を交付す
るという上記方法については、
関連法令についての当局の解釈
等の状況並びに本公開買付け後
の公開買付者の株式所有割合及
び公開買付者以外の当社株主の
当社株式の保有状況等によっ
て、それと同等の効果を有する
他の方法を実施する可能性があ
ります。但し、その場合でも、
公開買付者以外の当社の株主に
対しては、 終的に現金を交付
する方法の採用を予定しており
ます。この場合における当該当
社株主に交付する金銭の額につ
いても、本公開買付けの買付価
格を基準として算定する予定で
すが、算定の時期が異なること
から、この金額が本公開買付け
の買付価格と異なることがあり
得ます。 

（4）上場廃止となる見込みがある
旨及び上場廃止を目的とする公
開買付けに賛同する理由 
公開買付者は、本公開買付け

において買付けを行う株券等の
数に上限を設定していないた
め、本公開買付けの結果、ジャ
スダック証券取引所の株券上場
廃止基準に該当した場合、当社
の株券は、所定の手続を経て上
場廃止となる可能性がありま
す。また、当該基準に該当しな
い場合でも、公開買付者は、本
公開買付けの終了後に、上記
「（3）本公開買付け後の組織再
編等の方針」に従い、当社を完
全子会社化することを予定して
おりますので、その場合には当
社の株券は上場廃止になりま
す。上場廃止後は、当社株券を
ジャスダック証券取引所におい
て取引することはできません。 

④上記③にかかわらず、米国に
所在する者は、 
Ⅰ.当社に対し、自らが米国
1933年証券法ルール501
（a）に定義する適格投資家
（accredited investor）で
あることを表明かつ保証
し、かつ 

Ⅱ.その保有する新株予約権の
行使の結果取得する当社普
通株式の転売を株式会社ジ
ャスダック証券取引所にお
ける普通取引（ただし、事
前の取決めに基づかず、か
つ事前の勧誘を行わないも
のとする。）によってのみ
これを行うことを誓約した
場合に限り、新株予約権を
行使することができるもの
とする。当社は、かかる場
合に限り、当該米国に所在
する者が新株予約権を行使
するために当社が履行また
は充足することが必要とさ
れる米国1933年証券法レギ
ュレーションD及び米国州法
に係る手続または条件を履
行または充足するものとす
る。 
なお、米国における法令の
変更等の理由により、米国
に所在する者が上記Ⅰ及び
Ⅱを充足しても米国証券法
上適法に新株予約権の行使
をすることができないと当
社取締役会が認める場合に
は、米国に所在する者は、
新株予約権を行使すること
ができないものとする。 

⑤上記②ないし④の規定に従
い、新株予約権者が新株予約
権を行使することができない
場合であっても、当社は、当
該新株予約権者に対して、損
害賠償責任その他の一切の責
任を負わないものとする。 

⑥各新株予約権の一部行使はで
きないものとする。 

 



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

（5）株式会社ＣＪホールディング
スによる当社株式の公開買付け
の概要 
①買付け等をする株券等の種類 
普通株式及び新株予約権 

②買付け等の期間 
Ⅰ.届出当初の期間 
平成19年11月１日（木）か
ら 
平成19年12月13日（木）ま
で（30営業日） 

Ⅱ.公告日 
 平成19年11月１日（木） 

Ⅲ.対象者の請求に基づく延長
の可能性の有無 
 該当事項はありません。 

③買付け等の価格  
Ⅰ.株券 
１株につき 金60,000円  

Ⅱ.新株予約権 
ａ.第１回新株予約権 
ｂ.第２回新株予約権 
ｃ.第３回新株予約権 
ｄ.第４回新株予約権 
ｅ.JIMOS新株予約権① 
ｆ.JIMOS新株予約権② 
ｇ.JIMOS新株予約権③ 
ｈ.JIMOS新株予約権④ 
ⅰ.JIMOS新株予約権⑤ 
すべて１個につき金１円 

④買付け等の価格算定の基礎 
Ⅰ.株券 

公開買付者は、買付価格の
決定にあたり、公開買付者の
フィナンシャル・アドバイザ
ーで第三者算定人でもある日
興シティグループ証券に対
し、対象者の株式価値の算定
を依頼し、日興シティグルー
プ証券より株式価値算定書を
取得しています。 

（9）当社による新株予約権の取得 
・当社は、新株予約権の行使期
間の開始日の前日までの間いつ
でも、新株予約権を取得するこ
とが適切であると当社取締役会
が判断する場合には、当社取締
役会が定める日をもって、無償
で新株予約権全部を取得するこ
とができる。 
・当社は、会社法第274条第１
項及び第２項に規定される当社
取締役会の決定により、（7）
の新株予約権の行使期間が終了
する時までの間で当社取締役会
が定める日において、新株予約
権１個につき対象株式数の当社
普通株式と引換えに、（8）に
従い新株予約権を行使すること
ができる者の新株予約権を取得
することができる。 

（10）新株予約権の行使または当
社による取得により新たに当社
株式を取得した場合の当該株主
の株主総会における議決権行使 
当社が定める基準日後に、新

株予約権の行使または当社によ
る新株予約権の取得によって、
新たに当社株式を取得した場合
の当該株主は、株主総会におい
て議決権を行使できるものとす
る。 

（11）新株予約権の譲渡に関する
事項 
新株予約権を譲渡により取得

するには当社取締役会の承認を
要するものとする。 
なお、譲渡人が日本国外に所

在する者であって、(8)の③及
び④の規定により新株予約権を
行使することができない者であ
るときは、当社取締役会は、以
下の事由等を勘案して上記承認
をするか否かを決定するものと
する。 

 



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

公開買付者は、この算定結
果を基に、各評価手法を比較
検討し、買付価格の決定にあ
たっては、市場株価法に加
え、対象者の企業価値や今後
の事業戦略を適切に反映する
ことができる将来に亘る収益
力に基づくDCF法による株式
価値評価を考慮するととも
に、対象者株式は同業他社と
比較して出来高が相対的に低
く、株価が必ずしも本来の株
式価値を反映しているとは限
らない可能性があるため、類
似公開企業乗数比較法による
株式価値評価をも併せて考慮
すべきと判断しています。そ
して、対象者の第三者委員会
及び対象者の代表取締役社長
であり大株主である堀氏とそ
れぞれ別個に行った協議・交
渉の結果や、対象者による本
公開買付けへの賛同の可否、
及び本公開買付けの見通し等
も踏まえ、既存株主に対して
対象者株式の株価に十分なプ
レミアムを付した買付価格を
提示することが相当であると
判断し、平成19年10月31日
に、本公開買付価格を１株当
たり60,000円とすることを決
定いたしました。 
 なお、本公開買付価格は、
平成19年10月30日までのジャ
スダック証券取引所における
対象者株式の終値の過去１ヶ
月間の単純平均値49,026円
(小数点以下四捨五入)に対し
て約22.38％、過去３ヶ月間
の単純平均値42,606円(小数
点以下四捨五入)に対して約
40.83％、過去６ヶ月間の単
純平均値45,564円（小数点以
下四捨五入）に対して約
31.68％のプレミアムを加え
た価格であります。 

①当該管轄地域に所在する者に
よる新株予約権の全部または
一部の譲渡に関し譲渡人によ
り譲受人が作成し署名または
記名捺印した確認書（下記②
ないし④についての表明保証
条項、補償条項および違約金
条項を含む。）が提出されて
いること 

② 譲渡人及び譲受人が(8)の②
に定める者に該当しないこと 

③ 譲受人が当該管轄地域に所在
せず、当該管轄地域に所在す
る者のために譲受しようとし
ている者ではないこと 

④ 譲受人が上記②及び③に定め
るいずれかの者のために譲受
しようとしている者ではない
こと 

(12）合併、会社分割、株式交換ま
たは株式移転の場合における新
株予約権の交付及びその条件 
新株予約権の無償割当てに係

る取締役会決議において当社取
締役会が決定する。 

(13）新株予約権証券の不発行 
新株予約権証券は、発行しな
い。 

(14）新株予約権の行使により新株
を発行する場合における増加す
る資本金及び資本準備金 
新株予約権の行使により当社

普通株式を発行する場合におけ
る増加する資本金は、行使価額
の全額とし、資本準備金は増加
しないものとする。 

(15）新株予約権の行使請求及び払
込の方法 
新株予約権を行使しようとす

るときは、所定の行使請求書
（行使に係る新株予約権の内容
及び数、新株予約権を行使する
日等の必要事項並びに株主自身
が新株予約権の行使条件を充足
すること等についての表明保証
条項、補償条項その他の誓約文
言を含む当社所定の書式による
ものとする。）に必要事項を記
載してこれに記名捺印した上、
必要に応じて別に定める新株予
約権の行使に要する書類並びに
会社法、証券取引法及びその関
連法規（日本証券業協会及び本
邦証券取引所の定める規則等を
含む。）上その時々において要 

 



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

Ⅱ.新株予約権 
すべての新株予約権におい

て、１株当たりの行使価格
が、本公開買付けの普通株式
１株当たりの買付価格を上回
っております。 
 しかしながら、新株予約権
は対象者又は対象者の子会社
の取締役、監査役並びに従業
員に対するストック・オプシ
ョンとして発行されたもので
あり、①新株予約権者は、権
利行使時において対象者又は
対象者の子会社の取締役、監
査役若しくは従業員等の地位
にあることを要するものとさ
れ（任期満了による退任、定
年による退職の場合を除
く）、また、②新株予約権者
は対象者との新株予約権割当
契約書に基づき、新株予約権
の譲渡、担保権設定、質入そ
の他の処分は認められており
ません。そのため、公開買付
者は、本公開買付けにより当
該新株予約権を買付けたとし
ても、これを行使できないと
解されることから、上記のと
おり、新株予約権の買付価格
を１個当たり１円と決定いた
しました。 

⑤買付予定の株式等の数 
普通株式 203,282株 

（注1）応募株券等の総数が「買
付予定の株式等の数」に満た
ない場合は、応募株券等の全
部の買付けを行いません。 

（注2）応募株券等の総数が「買
付予定の株式等の数」以上の
場合には、応募株券等の全部
の買付け等を行います。 

求されるその他の書類（以下
「添付書類」という。）を(7)
に定める期間中に払込取扱場所
に提出し、かつ、当該行使に係
る新株予約権の行使価額全額に
相当する金銭を払込取扱場所に
払い込むことにより行われるも
のとする。 

(16）新株予約権行使の効力発生時
期等 
新株予約権の行使の効力は、

(15)の行使請求書及び添付書類
が行使請求受付場所に到達し、
かつ行使に係る新株予約権の行
使価額全額に相当する金銭が指
定口座に入金された時に生じる
ものとする。 

(17）法令の改正等 
新株予約権の無償割当て後、

法令の制定、改正または廃止に
より、本要項の条項に修正を加
える必要が生じた場合において
は、当該制定、改正または廃止
の趣旨及び文言を勘案の上、本
要項の条項を合理的に読み替え
るものとする。 

 



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

  ⑥買付け等による株券等所有割
合の異動 
Ⅰ.買付け等前における公開買
付者の所有株券等に係る議
決権の数 
１個 
（買付け等前における株券
等所有割合0.00％） 

Ⅱ.買付予定の株券等に係る議
決権の数 
203,282個 
（買付け等後における株券
等所有割合66.67％） 

（注）「買付予定の株券等に係
る議決権の数」は、本公開買
付けにおける買付予定数
203,282株に係る議決権の数で
す。 

⑦買付代金 
12,196,920,000円 

（注）買付代金は、買付価格
（60,000円）で買付予定数
（203,282株）を買い付けた場
合の見積額を記載していま
す。 

⑧公開買付代理人 
日興シティグループ証券株

式会社 
なお、公開買付代理人は、そ
の事務の一部を再委託するた
めに以下の復代理人を選任し
ております。 
日興コーディアル証券株式会
社   

（6）本公開買付けの結果 
本公開買付けの結果、当社の

親会社及び主要株主である筆頭
株主に異動が生じました。 
 株式会社ＣＪホールディング
スは、当社の普通株式259,764株
（議決権総数に対する割合
89.58％）及び新株予約権（その
目的となる当社普通株式5,373
株）を取得いたしました。この
ため、株式会社ＣＪホールディ
ングスは、平成19年12月20日付
（決済開始日）にて、当社の親
会社及び主要株主である筆頭株
主となるとともに、同社の出資
者であるLongreach Capital 
Partners 1,L.P.（出資割合
93.19％）、LONGREACH HOLDINGS 
IRELAND（出資割合6.53％）及び
Longreach GP Commitment L.P.
（出資割合0.28％）並びに
LONGREACH HOLDINGS IRELANDの
出資者であるLongreach Capital 
Partners Ireland 1,L.P.（出資
割合100％）も当社の親会社に該
当することとなりました。 

 

 



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

   なお、株式会社ＣＪホール
ディングスは、（3）、（4）に
記載のとおり当社を完全子会社
化することを予定しております
ので、その場合には、当社の株
券は上場廃止になります。上場
廃止後は、当社株券をジャスダ
ック証券取引所において取引す
ることはできません。 

 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  臨時報告書   

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内

閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規定に基づ

く臨時報告書であります。 

 平成19年４月３日 

 関東財務局長に提出 

  臨時報告書   

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内

閣府令第19条第２項第12号及び第19号（財政状態及び経営成績

に著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書であり

ます。 

 平成19年５月31日 

 関東財務局長に提出 

  
有価証券報告書 

及びその添付書類 
  

事業年度 

（第９期） 
  

自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日
  

 平成19年６月29日 

 関東財務局長に提出 

  
有価証券報告書の

訂正報告書 
  

事業年度（第９期中）（自 平成18年４月１日 至 平成19年

３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。 

 平成19年９月28日 

 関東財務局長に提出 

  臨時報告書   

金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号の規定に基づく臨

時報告書であります。 

 平成19年12月17日 

 関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



  独立監査人の中間監査報告書  

      平成18年12月15日 

株式会社サイバードホールディングス  

  取締役会   御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 舩  山  卓  三  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 堺     昌  義  ㊞ 

 
指定社員  

業務執行社員
  公認会計士 金  子  秀  嗣  ㊞  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社サイバードホールディングス（旧会社名 株式会社サイバード）の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連

結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中

間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書につい

て中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財

務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社サイバードホールディングス（旧会社名 株式会社サイバード）及び連結子会社の平成18年９月30

日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が

別途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書  

      平成19年12月21日 

株式会社サイバードホールディングス  

  取締役会   御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 舩  山  卓  三  ㊞ 

 
指定社員  

業務執行社員
  公認会計士 金  子  秀  嗣  ㊞  

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社サイバードホールディングスの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会

計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間

連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。こ

の中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社サイバードホールディングス及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、株式会社ＣＪホールディングスによる株式の公開買付けの結果、平成19年

12月20日（決済開始日）をもって、同社は親会社及び主要株主である筆頭株主となるとともに、同社の出資者である

Longreach Capital Partners 1,L.P. 、LONGREACH HOLDINGS IRELAND 及び Longreach GP Commitment L.P.並びに

LONGREACH HOLDINGS IRELAND の出資者である Longreach Capital Partners Ireland 1,L.P. も、親会社に該当するこ

ととなった。なお、株式会社ＣＪホールディングスは、会社を完全子会社とする予定であり、その場合には会社の株券

は上場廃止になる旨記載されている。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が

別途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書  

      平成18年12月15日 

株式会社サイバードホールディングス  

  取締役会   御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 舩  山  卓  三  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 堺     昌  義  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 金  子  秀  嗣  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社サイバードホールディングス（旧会社名 株式会社サイバード）の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第

９期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借

対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社サイバードホールディングス（旧会社名 株式会社サイバード）の平成18年９月30日現在の財政状態及び同

日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示

しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が

別途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書  

      平成19年12月21日 

株式会社サイバードホールディングス  

  取締役会   御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 舩  山  卓  三  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 金  子  秀  嗣  ㊞ 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社サイバードホールディングスの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第10期事業年度の中間会計

期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書

及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社サイバードホールディングスの平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、株式会社ＣＪホールディングスによる株式の公開買付けの結果、平成19年

12月20日（決済開始日）をもって、同社は親会社及び主要株主である筆頭株主となるとともに、同社の出資者である

Longreach Capital Partners 1,L.P. 、LONGREACH HOLDINGS IRELAND 及び Longreach GP Commitment L.P.並びに

LONGREACH HOLDINGS IRELAND の出資者である Longreach Capital Partners Ireland 1,L.P. も、親会社に該当するこ

ととなった。なお、株式会社ＣＪホールディングスは、会社を完全子会社とする予定であり、その場合には会社の株券

は上場廃止になる旨記載されている。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が

別途保管しております。 
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